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第１章 総論 

１－１ 適用範囲 

［解説］ 

本資料を使用するに当たっては、需要形態や歩道幅員等、現場の状況に応じコスト縮減に寄与

できる構造を選択し、計画・設計することとする。 

 

１－２ 無電柱化の事業 

［解説］ 

無電柱化の事業は、既存の電柱類を撤去し抜柱が完了するまでが一つの事業であると言える。 

既存の電線類には、電力線・通信線の他に信号ケーブルや道路管理者の照明ケーブル・照明灯

具・通信ケーブル等も共架されている場合がある。抜柱までの工程を速やかに実施できるよう関

係機関で密に調整を行い、双方協力して進めることとする。（次頁フロー参照） 

(1) 無電柱化の事業は、道路管理者（発注機関）、警察（又は公安委員会）、参画事業者

（各電線管理者）、および既設埋設事業者（電力、通信、ガス、上水道、下水道等）と

調整のうえ、円滑に事業を推進するものとする。 

(2) 無電柱化の事業効果早期発現に向けて、速やかに抜柱までの工程を実施できるよう関係

企業者および沿道関係者と密に調整を行うものとする。 

本資料は、国土交通省四国地方整備局管内の電線共同溝の計画、調査、設計および施工に

適用する。 
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電線共同溝 法手続きフロー 
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１－３ 電線共同溝の構造 

 

［解説］ 

(1) これまでの電線類の地中化は、比較的歩道幅員の広い道路（幹線道路）で整備されてきた

が、今後は歩道幅員の狭い道路または歩道がない道路（主要な非幹線道路）での整備の必

要性があり、このような現地の状況に適した方式を検討する。 

(2) 単管路方式の構造は、ケーブルを1管1条で収容する一般部と、電力設備、通信設備を分

割して収容する特殊部（特殊部Ⅱ型）およびこれら双方の設備を集約する特殊部（特殊部

I型）で構成された地中化方式である。なお、本方式はケーブル条数が多い高需要地域で

の整備に対応した構造であるため、一般部および特殊部がコンパクト化されたトラフ方式、

共用ＦＡ方式、１管セパレート方式との比較を行い現地の状況等を勘安し、適切な方式を

選定すること。また、これらすべての方式を混在させた方式も適宜検討する。 

(3) トラフ方式の構造は、舗装内に設置する浅層化された小型トラフ、トラフ内さや管、ト

ラフ下管の一般部と、コンパクト化された特殊部で構成された地中化方式である。なお、

本方式はケーブル条数が少ない低需要地域での整備に対応した構造であるため、単管路方

式との比較を行い現地の状況等を勘安し、適切な方式を選定すること。 

(4) 共用ＦＡ方式の構造は、通信管路が集約化された共用ＦＡ管、ボディ管、ボディ管内さ

や管の一般部と、コンパクト化された特殊部で構成された地中化方式である。 

(5)１管セパレート方式は、今後の面的整備を実施するうえで、さらに狭隘道路や需要が低い

路線等に対応した低需要地域用の新構造として、共用ＦＡ方式とボディ管を1管で兼用し、

セパレータで分割された地中化方式である。 

(6) 既存ストック活用方式は、「1-4節」で後述。 

(1) 電線共同溝は、電線の設置および管理を行う２以上の者の電線を収容するため、道路管

理者が道路の地下に設ける施設をいい、その構造・形状は、需要形態や歩道幅員等の現地

の状況に応じて適した構造を検討する。 

(2) 電線共同溝の構造は、一般部と特殊部から構成される。一般部は、単管路方式・トラ

フ方式・共用ＦＡ方式・１管セパレート方式、特殊部は、分岐部・接続部・地上機器部

に大別される。 

(3) その他の方式として、既に占用埋設されている占用企業者の既設管路や既設マンホール

等を活用する既存ストック活用方式の適用も検討する。 

- 4 -



電線共同溝基本的構成 
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(7) 電線共同溝の概要（参考） 

1) 単管路方式 

単管多条敷設により主に幹線ケーブルを１管１条で収容する。（トラフ方式が不適当な区間

や、大規模需要区間、道路横断部分に適応） 
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2) トラフ方式 

舗装内に設置する小型トラフ、トラフ内さや管、トラフ下管で構成される。 
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3) 共用ＦＡ方式 

単管多条敷設により主に幹線ケーブルを１管１条で収容する。（トラフ方式が不

適当な区間や、大規模需要区間、道路横断部分に適応） 
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4) １管セパレート方式 

共用ＦＡ管とボディ管を１管で兼用し、セパレータで分割された管路システム。

（小規模需要区間に適用） 
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5) 既存ストック活用方式 

既に占用埋設されている電力設備、通信設備（管路・マンホール・ハンドホール）を活用した

地中化方式 

 

 

（既存ストック活用イメージ【電力】） 
 
 
 
 

 

（既存ストック活用イメージ【通信】） 
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電線共同溝の構造形式（電力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※管路部の構造は、施工性および経済性を総合的に判断し選定する。 

※地上機器部の構造は、以下の構造パターンについて適用性を検討する。 

一般部 

単管路方式 トラフ方式

地上機器部 

地上設置 柱上設置 
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１－４ 既存ストック活用方式の概要 

〔解説〕 

(1) 既存ストックは、道路管理者に資産譲渡の上、電線共同溝設備の一部に位置付けるも

のとする。このため、既存ストック所有者（電線管理者）は、これに係る建設負担金を

納入する。 

(2) 既存ストック活用方式は、活用の可能性の有無を踏まえ、既存ストック所有者（電線

管理者）から提案を行うことを基本とする。ただし、既存ストック所有者（電線管理

者）からの提案がない場合においても、道路管理者側から積極的に検討要請を行うこと

が望ましい。 

(3) 既存ストック活用による効果は、1)新設電線共同溝設備費用(管路・特殊部)の低減 

2)支障移設補償費の低減に大別される。既存ストック活用範囲は、1)・2)を踏まえて検

討する。 

(4) 品質確認は、既存ストック所有者（電線管理者）が実施し、道路管理者へ報告する。 

 

１－５ 低コスト化のための比較検討の徹底 

〔解説〕 

(1) 電線共同溝の整備手法については、浅層埋設方式や小型ボックス活用埋設方式等につ

いて検討が行われてきており、「道路の無電柱化低コスト手法導入の手引き（案）-

Ver.2-（平成 31 年 3 月国土交通省道路局環境安全・防災課）」（以下、「手引き(

案)」という。）が示されているところ。 

電線共同溝の設計にあたっては、手引き（案）を参考とし、浅層埋設方式や小型ボッ

クス活用埋設方式等の低コスト手法を含めたコスト比較を行い、最適な手法を採用す

ることとする。 

(2) 電線共同溝に使用される管路材・特殊部等の材料や工法等については、民間等により

新技術が開発されることが想定されるため、従来まで慣例的に使用してきた材料にとら

われることなく、NETIS 等を活用し、所要の要求性能を有している材料や施工可能な工

法の中から比較検討し、より経済性に優れた材料を使用する。 

(1) 既存ストック活用方式は、主に電力管路、通信管路、マンホール、ハンドホール等の

既存設備を電線共同溝として活用するもので、譲渡費用、改造工事、支障移設工事等を

含めたトータルコストや総工期を比較検討の上、適用する地中化方式である。 

(2) 既存ストック活用においては、電線共同溝としての活用以後50年の耐久性を有する事

の確認のため、品質確認を行う。 

(1) 電線共同溝の設計にあたっては、「低コスト手法」を含めたコスト比較を必ず行い、最適

な手法を採用すること。 

(2) 整備コストを抑制する視点で設計を実施するとともに、経済性に優れた材料を優先して

使用すること。 

(3) コスト削減につながる新材料・新工法を積極的に導入すること。 

(4) 電線共同溝の施工計画にあたっては、施工性に優れる工法を採用することにより、コス

トの削減、工期の短縮に努めること。 

(5) 設計・施工計画にあたっては、関連する事業者と調整し、コスト削減に努めること。 
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(3) 特殊部のコンパクト化は、材料・施工の両面でのコスト削減や軽量化等による施工性

の向上等が図られるため、関連する事業者と調整し可能な限り小型の特殊部を採用する。 

(4) 使用する材料によって現場での施工性が変わってくることがあるため、使用する材料

の検討にあたっては、材料の単価のみでなく、施工性も考慮した経済性の比較を行うこ

ととする。 

(5)管路の曲げ等により、支障物件を回避することで、効率化・スピードアップが図られる

ケースがあるが、支障物件の移設等によりコスト縮減が可能となるケースもあるため、

移設の有無による経済性の比較検討も実施すること。 

(6) 設計・施工計画にあたって、引込み管の同時・一体的な施工は、効率性が向上しコス

ト削減や工程の短縮が期待できることから、引込管路の近接化や共用引込方式の活用、

同時施工における工事工程等について、関連する事業者と調整し、コスト削減に努める

こととする。 
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【参考：既存ストック活用フローチャート】 
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第２章 電線共同溝の計画 

２－１ 設計計画 

２－１－１ 用語の定義

共通 

一般部‥‥‥‥‥ケーブルを収容する管路部分をいい、連系管路、引込管路等を指す。（本線、連系

管、引込管） 

特殊部‥‥‥‥‥分岐部、接続部ならびに地上機器部等を総称していう。 

分岐部‥‥‥‥‥電線の需要家への配線等のために設ける分岐のための部分をいい、電力ケーブルと

通信ケーブルを一体に収容するものをⅠ型、各々に設けるものをⅡ型という。 

接続部‥‥‥‥‥電線を接続するために設ける部分をいい、電力ケーブルと通信ケーブルを一体に収

容するものをⅠ型、各々に設けるものをⅡ型という。 

地上機器部‥‥‥変圧器や開閉器等の地上機器を設置する部分をいう。 

連系管路‥‥‥‥電力・通信等のケーブルをマンホール、電柱等の周辺設備に連結するための管路の

うち、整備対象道路敷内の部分を指す。 

連系設備‥‥‥‥電力・通信等のケーブルをマンホール、電柱等の周辺設備に連結するための管路の

うち、整備対象道路敷外の部分を指す。 

引込管路‥‥‥‥電力・通信等のケーブルを需要家に供給するための管路のうち、整備対象道路敷内

の部分を指す。 

引込設備‥‥‥‥電力・通信等のケーブルを需要家に供給するための管路のうち、整備対象道路敷外

の部分を指す。 

Ｔ分岐方式‥‥‥電力低圧ケーブルを、1本のケーブルから分岐桝等で分岐し複数の需要家へ引込を

行う方式をいう。 

割管方式‥‥‥‥特殊部を使用せず、電力高圧ケーブルを電力高圧管から直接分岐する方式をいう。 

フリーアクセス方式 

‥‥‥‥‥‥‥‥電線管理者ごとに1管に通信・放送系の幹線および引込ケーブルを多条敷設し、需

要家に対し自由な箇所で管から直接分岐を行う方式をいう。 

既存ストック活用方式 

‥‥‥‥‥‥‥‥既に占用埋設されている電力・通信設備の管路、マンホール、ハンドホール等を活

用した地中化方式。 

配線計画図‥‥‥電力・通信事業者等が、対象地区の電力、通信需要を想定しケーブルの種類、径、

条数および特殊部の種類、位置等を記述した図をいう。 

地上用変圧器‥‥ 高圧から低圧に変圧を行うため地上に設置される電力機器をいう。 

柱上変圧器‥‥‥ 柱体へ設置される変圧器をいう。 
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一般部 

トラフ方式‥‥‥‥‥‥舗装直下に設置する小型の蓋付きＵ形溝内に、主に沿道への供給用の電力

低圧ケーブル、情報通信・放送系ケーブル等を収容する方式をいう。 

単管路方式‥‥‥‥‥‥主に幹線ケーブルを1管1条で収容する管路方式をいう。また、トラフ方

式、共用ＦＡ方式、１管セパレート方式の基本形に併用する管路方式をい

う。 

共用ＦＡ方式‥‥‥‥‥１管に情報通信・放送系の引込ケーブル等を多条敷設し、需要家に対し任意

箇所で直接分岐を行う方式をいう。 

１管セパレート方式‥‥1つの管をセパレートで分割し、上部に引き込みケーブルを多条収容し、下部

のさや管5条内に各企業の幹線ケーブルを収容する方式をいう。任意の位置で

供給可能であるため、整備後の分岐も可能である。 

ボディ管‥‥‥‥‥‥‥道路管理者および情報通信・放送系幹線ケーブル等を収容する外管をいう。 

セパレータ‥‥‥‥‥‥１管セパレート管の上部と下部を仕切るための部材で、管のリブに沿って設

置する。直線用セパレータと曲線用セパレータがある。 

さや管‥‥‥‥‥‥‥‥小型トラフ内およびボディ管内に収容する電力および情報通信・放送系ケー

ブル等の分離、保護、張替を目的とした内管をいう。 

アイブロー曲管(共用ＦＡ管、１管セパレート管） 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥共用ＦＡ管（１管セパレート管）の曲線部に設置する管で共用ＦＡ分岐管を

取付ける直線部を持った「への字形」曲管をいい5mR・10mR相当管がある。 

ダクトスリーブ‥‥‥‥地震時の地盤ひずみによる特殊部内への管の突出や、抜け出しを防ぐために

特殊部と管路部の接続点に設置するスリーブ管をいう。 

 

特殊部 

特殊部I型‥‥‥‥‥‥ 電力設備・通信設備の双方を収容する桝をいう。 

特殊部Ⅱ型(電力用)‥‥道路横断等で管路土被りが深くなる場合、又は連系管取付け条数が多い場合

等に設置する電力設備用桝をいう。 

低圧分岐桝‥‥‥‥‥‥低圧分岐体を収容し、需要家等への引込みを行う部分をいう。 

柱体‥‥‥‥‥‥‥‥‥柱上変圧器等の電力設備、照明灯具等を添架する柱をいう。また、情報通

信・放送系設備を添架する場合もある。 

地上機器桝(電力用)‥‥地上機器[地上開閉器(多回路・3回路)・変圧器等）]用に設置する桝をい

う。 

通信接続桝‥‥‥‥‥‥情報通信・放送系ケーブルを接続・分岐する機器を収容する部分をいう。 

地上機器桝(通信用)‥‥地上機器(ペデスタルボックス：無停電電源供給器、増幅器、ノード、ＲＳＢ

Ｍ等）用に設置する基礎部をいう。 
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電力設備 

地上用開閉器(多回路・３回路)‥‥‥電力機器の１つで、電力高圧ケーブルの分岐を行う機器をい

う。 

地上用変圧器‥‥‥‥高圧から低圧に変圧を行うため地上に設置される電力機器をいう。 

地上用分岐機器‥‥‥ 需要家への引込みのための分岐を行う機器をいう。 

高圧分岐体‥‥‥‥‥電力高圧ケーブルを分岐する接続体をいう。 

高圧接続体‥‥‥‥‥電力高圧ケーブル同士を直線的に接続を行う接続体をいう。 

低圧分岐体‥‥‥‥‥電力低圧ケーブルを分岐する接続体をいう。 

架空引込線‥‥‥‥‥柱体等から需要家へ架空により供給するための電線をいう。 

 

情報通信・放送系設備 

地上機器‥‥‥‥‥ ペデスタルボックス：無停電電源供給器、増幅器、ノード、ＲＳＢＭ等 

ＲＳＢＭ‥‥‥‥‥ 光ケーブルからメタルケーブルに変換する機器をいう。 

（ＲＳＢＭ：Remote SuBscriber Module 遠隔加入者収容モジュール） 

ノード‥‥‥‥‥‥ ケーブルテレビにおいて光信号（光ケーブル）と電気信号（同軸ケーブル）を

相互に変換する機器をいう。 

クロージャ‥‥‥‥ 情報通信ケーブルの接続や分岐するための接続体をいう。 

タップオフ‥‥‥‥ ケーブルテレビ、音楽放送（以下 有線放送）の接続や分岐するための接続

体をいう。 
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２－１－２ 設計の流れ 

 

［解説］ 

設計業務は以下の順序で行う。 

 
 

 

電線共同溝の設計に際しては、道路管理者（発注機関）、交通管理者（警察）、参画事業者

（各電線管理者）、および既設埋設事業者（電力、通信、ガス、上水道、下水道等）との打合

せにより、設計を進めるものとする。 

2-2-1

2-2-2

配線計画図の提出 2-2-3

2-2-4 2-2-6

2-2-7

2-2-5

埋設占用業者の確認 参画事業者の確認

（試掘の必要性の確認）

2-2-8

2-2-9

2-2-10

2-2-11

2-2-12

2-2-13

2-2-14

2-2-15

2-2-16

2-2-17

2-2-18

作成

※1　原則として、特殊部予定箇所、地下埋設物が輻輳している計画箇所や埋設状況が不明な箇所で実施

※2　設計精度に影響を及ぼす可能性がある場合に実施

地元連絡会の開催

標準断面および特殊部の断面設定

業務発注

事業者打合せ

現地調査 設計条件整理

参画事業者

との調整

（既設専用物件の

既設埋設図の修正

埋設図の提出

概略平面図の設定（管路部・特殊部）

・小型トラフ

・管路断面

・特殊部（分岐桝含む）既設埋設図作成

利活用の可否等）

工事発注

参画、埋設事業者との調整

（共同施工の可否等）

数量計算書

報告書

支障移設工事の実施

納品

平面、縦断図の計画

特殊部位置の現地再確認

移設計画の作成

細部設計

施工計画書作成

特殊部等の位置の現地確認

非破壊の地下埋設物探査　※1

試掘の実施　※2
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２－２ 設計内容 

２－２－１ 事業者打合せ 
 

 

［解説］ 

(1) 道路管理者（発注機関）は、第１回事業者打合せ時には、参画機関を含めた道路占用事業

者に対し電線共同溝整備趣旨・概要等について説明を行う。 

(2) 参画事業者には設計区間について、配線計画図（ケーブル種類・径・条数、クロージャの

種類・個数、Ｔ分岐位置、割管位置、共用ＦＡ区間の可否、特殊部等の種類・概略位置

等）の作成を依頼する。また、電線共同溝整備方式を確認するとともに地上機器設置の可

否について基本方針を確認する。 

(3) 既設占用者には設計区間の埋設図の提出を依頼する。 

(4) 下記内容について既設占用者に確認を行う。 

1) 既設占用物件の確認及び計画工事の確認 

2) 既存ストック活用方式での整備可否の確認 

3) 現地二次占用物件の調査 

4) 所有者が不明な配線、不法に占用されている配線の確認（対処方法も含めて確認） 

(5) 二次占用物件の存在を確認した場合は、その情報等を各電柱管理者が取りまとめるものと

する。取りまとめ後、抜線に向けた事業・工程調整を道路管理者（発注機関）へ報告する

ものとする。なお、道路管理者（発注機関）は、電柱管理者との調整を密に行い、双方電

線等の撤去に努めるものとする。 

(6) 既存ストック活用方式を検討する場合は以下の項目について一般電線共同溝との比較検討

を実施する。 

1) 新設電線共同溝設備費用、支障移設補償費、譲渡費用、改造工事等を含めたトータル

コスト 

2) 総工期 

 
２－２－２ 地元連絡会の開催（必要に応じて） 

 

 

［解説］ 

電線共同溝の整備は、道路管理者、電線管理者に加え地元（地方公共団体、地元住民）の３者

による協力により推進するものであり、必要に応じ道路管理者（発注機関）は、連絡会等地元調

整の場を設け、計画段階から地元との協議内容を設計成果に反映・とりまとめるものとする。 

道路管理者（発注機関）は、地元連絡会等を開催して、機器設置 場所等の諸条件を整理

し、設計に反映・とりまとめの実施をするものとする。 

詳細設計に入る前に、道路管理者（発注機関）は参画機関を含めた道路占用関係機関を召集

し、電線共同溝事業の理解を求め、速やかな業務の進行を図る必要がある。 
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占用事業者から提出された資料、または埋設管理台帳を基に既設埋設図を作成する。 

参画事業者が作成した配線計画図を基に、管路条数、径などを区間別に整理する。また将来

の道路計画について把握しておき、問題点を整理する。 

２－２－３ 配線計画図の提出 
 

［解説］ 

(1) 配線計画図は、電線共同溝の構造（管路の径、管種、分岐方式、特殊部の内空寸法、機器

および柱体位置等）を決定するうえで重要な要素となるので、速やかに参画事業者に提出

するよう依頼する。 

(2) 設計者は占用予定者から提出された配線計画図により、申請内容(ケーブル径・条数等)が

適切であるか十分確認する。 

 

２－２－４ 現地調査 
 

 

［解説］ 

(1) 道路管理図、または平面図を基に歩道幅員、官民境界、既設占用物件等の位置確認を行う

とともに、切下げ位置の変更等の歩道状況および建物の建替え、植樹帯の設置等の沿道状

況を把握する。 

(2) マンホール、仕切弁等埋設物の位置、大きさの確認を行う。 

(3) 現地において、電柱の有無、標識等の路上施設を確認し、電線共同溝の線形等を決定する

うえでの資料とする。 

(4) 歩道切下げ部を平面図に表示し、自動車の乗り入れ状況を把握する。 

 

２－２－５ 既設埋設図 

［解説］ 

(1) 各占用事業者の埋設管理台帳を基に測量図面もしくは附図を用いて既設埋設図を作成する。 

(2) 作成した既設埋設図を再度占用事業者に配布し、図面の確認を行う。 

(3) 道路排水施設（集水桝・取付管・流水方向）についても、設置位置を記載する。 

 

２－２－６ 設計条件整理 

［解説］ 

(1) 配線計画図には、参画事業者が将来の電力、通信需要を想定し、現況の配線計画と共に

要望するケーブルの種類、条数、クロージャの種類および個数、特殊部等の種類・概略位

置、地上機器および柱体設置位置等が記入してある。設計は、この配線計画図によって標

準断面を設定し区間ごとの管の割付や、特殊部を集約したうえで配置を行うこととなる。 

(2) 将来の道路計画について以下の事項を把握しておく必要がある。 

1) 景観整備植樹の形態、街路灯の計画、舗装の形式 

2) 道路の将来計画があるのか。（拡幅、車両の出入り口、バリアフリー、盤下げ、道路排

設計および施工に必要な現地の状況を把握することを目的とした、現地調査を行う。 

収容するケーブル種類・径・条数、クロージャの種類・個数、Ｔ分岐位置、割管位置、共用

ＦＡ区間の可否、特殊部等の種類・概略位置、地上機器または柱上変圧器等を記載した配線計

画図の提出を参画事業者に求める。 
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水の変更等） 

3) 関連事業があるのか。 

(3) 整備路線上にある国道既存設備（情報ＢＯＸ等）を把握し、電線共同溝と一体利用が可

能か検討を行う。ただし、情報ＢＯＸと電線共同溝とでは、構築目的、収容ケーブル内容

及び設備構造等が基本的に異なるため、参画事業者と十分に協議を行うこと。 

 

２－２－７ 標準断面および特殊部の断面設定 
 

［解説］ 

(1) 各種管材について比較検討を行うとともに、配線計画図に示されたケーブル条件より、管

路部の断面（管路数、管の配置等）を設定する。 

(2) 特殊部断面には、分岐部、接続部、地上機器設置部等があり、それぞれについて参画事業

者と調整を行いながら配線計画を満足する内空断面を設定する。 

 

２－２－８ 概略平面図の作成（管路部・特殊部） 
 

〔解説〕 

(1) 先に作成した既設埋設図に、各参画事業者の配線計画等の条件整理した内容を反映した電

線共同溝の概略平面図を作成する。 

(2) 作成にあたっては、参画事業者の必要要件に過不足がないよう、また、既設埋設物件とは

なるべく重ならないよう十分留意して電線共同溝の特殊部配置、管路部の平面線形を作成す

ること。 

(3) 作成した概略平面図をもとに必要な調査箇所を選定する。 

 

２－２－９ 特殊部等の現地確認 

［解説］ 

(1) 現地調査で、埋設物や歩道切り下げ、歩道勾配の変化等、特殊部・柱体等設置の妨げとな

る要因が平面計画後に明らかになる場合がある。このような事態を避けるために、平面・縦

断計画完了前に、道路管理者（発注者）、設計者、参画事業者、埋設占用事業者合同で現地立

ち会いを行う。 

(2) 概略平面図を基に特殊部、地上機器および柱体位置を現地にマーキングし設置位置および

試掘箇所を、管路線形を想定し埋設物探査が必要な区間をそれぞれ確認する。 

(3) 地上機器（占用物件）を必要とする事業者は、必要に応じて道路管理者と協同の上、地元

住民へ特殊部設置位置の説明を行い、十分な理解を得るとともに、その記録を保管する。 

(4) 地上機器（占用物件）を必要とする事業者は、必要に応じて警察（又は公安委員会）と調

整等の上、通行車両の視距に対して配慮する。 

道路管理者（発注機関）、参画事業者（各電線管理者）および埋設占用事業者は、事業者

打ち合わせの必要な過程において合同で現地立ち会いを行い、先に作成した概略平面図の特

殊部、地上機器および柱体の設置位置等から地下埋設物探査区間や試掘箇所を確認する。 

配線計画から得られたケーブルの収容条件を基に、標準断面および特殊部の断面を設定

する。 

歩道の状況と、参画事業者の要望する特殊部等の位置および既設埋設図を照らし合わせ、

電線共同溝の概略平面図（管路部・特殊部）を作成し、埋設物探査区間および試掘箇所の選

定を行う。 
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２－２－１０ 非破壊の地下埋設物探査 

 
〔解説〕 

(1) 電線共同溝の敷設計画ルートに沿って、掘削範囲をカバーするように非破壊による地下埋

設管探査を実施する。 

(2) 非破壊の地下埋設物探査法については、新技術活用システム（ＮＥＴＩＳ）等を活用して、

有効な技術により実施する。 

(3) 探査深度については、掘削床付け面以深がカバーできることを原則とする。 

(4) 地下埋設物探査と別途実施する試掘結果とあわせ「既設埋設図の修正」に反映させられる

ように探査を行うこと。 

 

２－２－１１ 試掘の実施 

［解説］ 

(1) 非破壊の地下埋設物探査結果を基に、設計精度に影響を及ぼす可能性のある場合は、特殊

部予定箇所等について試掘の提案を行うものとする。 

(2) 別途実施する非破壊の地下埋設物探査を補完し、試掘結果については「既設埋設図の修

正」に反映させられるように整理する。 

 
２－２－１２ 既設埋設図の修正 

 

 

［解説］ 

(1) 非破壊の地下埋設物探査および試掘の結果により、現地状況を反映して既設埋設事業者の

資料に基づき作成した既設埋設図を修正する。 

(2) 既設埋設図の修正後に既設埋設事業者に図面を配布し、確認を行う。 

(3) 非破壊の地下埋設物探査および試掘の結果により明らかになった、不明管、不明地中障害

物についても明示する。 

 
２－２－１３ 平面・縦断図の計画 

 

［解説］ 

(1) 管路線形は歩道部埋設を基本とするが、現地状況及び支障移設を回避するために、車道埋

設もやむを得ないものとする。ただし、原則として特殊部は歩道部埋設とする。 
(2) 線形は歩道内を基本とし、必要に応じて車道内とすることで極力支障移設を回避するよう

に設定する。また、支障となる埋設占用物件を抽出し、移設方法の検討を行う。 

地下埋設物探査および試掘の結果を踏まえて、既設埋設図を修正する。 

埋設管路が輻輳している場合は、電線共同溝管路部の敷設・特殊部の設置を想定している

箇所の地下埋設物探査の実施を、受注者は発注者に提案する。 

電線共同溝の敷設を計画している区間の地下埋設物の状況を把握するために、地下埋設

物が輻輳し設計精度に影響を及ぼす可能性のある場合は、受注者は発注者に試掘の提案を

行うこと。 

修正した既設埋設図を基に特殊部位置・管路線形・縦断線形の見直しを行う。 

- 22 -



  

２－２－１４ 特殊部等位置の現地再確認 

［解説］ 

(1) 試掘および地下埋設物探査により明らかとなった路面下状況を反映し電線共同溝平面・縦

断計画が完了した後に、道路管理者（発注者）、設計者、参画事業者、埋設占用事業者合同で

現地立ち会いを行う。 

(2) 見直し設計した平面・縦断図によりマーキングされた位置を基に特殊部、地上機器および

柱体位置の設置位置を確認する。 

(3) 設置位置に変更が生じた箇所においても、必要に応じて地元住民へ説明を行うと共にその

オフセット記録を設計成果に反映する。また、測点管理基準となる起点・終点も同様とする。 

 

２－２－１５ 移設計画の作成 
 

 
［解説］ 

支障となる埋設占用物件を抽出し、既設埋設事業者が移設方法の検討を行う。 

 

２－２－１６ 細部設計 

 

［解説］ 

細部設計の項目として、以下のものがあげられる。 

(1) 妻壁の検討（管路部の取付け位置、マンホールや支道への連系管の有無） 

(2) 蓋版の検討（構造、材質） 

(3) 柱体の検討（構造、材質、基礎等） 

(4) 車道横断管路の設計等 

 

２－２－１７ 施工計画書作成 

［解説］ 

現場状況に即した仮設工法（土留め、覆工）を提案し、施工手順などについて計画書を作成

する。項目として、以下のようなものがあげられる。 

(1) 舗装切断・撤去 

(2) 掘削 

(3) 土留め・覆工 

(4) 特殊部設置（必要に応じて柱体の設置） 

(5) 管路敷設 

(6) 小型トラフの設置 

(7) 埋戻し 

(8) 仮復旧（または本復旧） 

既設埋設図の修正、平面・縦断計画、特殊部等の位置確認等を経て特殊部位置確定後、移設

計画を作成し、既設埋設事業者に確認の後、移設箇所、位置等を決定する。 

道路管理者（発注機関）、参画事業者（各電線管理者）および埋設占用事業者は、見直し

設計した平面・縦断図を基に現地立ち会いを行い、特殊部、地上機器および柱体の設置位置

を確認する。 

線形計画が確定後、細部設計を行い電線共同溝の構造を確定する。 

設計内容、現場状況を把握したうえで、施工計画書を作成する。 
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２－２－１８ 支障移設工事の実施 

［解説］ 

支障移設工事は、原則として占用企業者と協議調整の上、電線共同溝本体工事に支障の

無いように速やかに実施する。 

 
２－２－１９ 事前支障移設 

［解説］ 

(1) 事前支障移設については、道路工事である電線共同溝工事に伴い必要が生じた移設につ

いて「電線共同溝建設に伴う電線管理者等への移設補償要領」に基づき補償できる。 

(2) 「直接に必要となる」の範囲は、掘削に伴い既設電柱（民地内設置のものも含む）、電

線等あるいは地中管路に直接影響がある範囲をいい、電線共同溝入溝後には不要となる支

障とならない電柱、電線の撤去は補償の対象としない。 

(3) 既設のガス、上下水道等の各管路が支障となる場合についても、各管路の移設及び撤去

に要する費用は、道路管理者がこれを補償することができる。 

 

次項に対象となる事前支障のイメージを記載する。 

既設埋設事業者は、電線共同溝の敷設に伴い支障移設の必要がある場合は、移設工事を行

う。 

事前支障移設とは、電線共同溝の建設に係る工事の施工に伴って直接に必要となる既設

の電柱、電線等の移設及び撤去をいい、事前支障移設に要する費用については、道路管理

者がこれを補償することができるものとする。 
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第３章 電線共同溝の設計 

３－１ 位置および線形 

３－１－１ 位置 
 

 

［解説］ 

(1) 電線共同溝は可能な限り歩道等（歩道、自転車歩行者道、自転車道等）に設置するものと

するが、幅員の狭い歩道での整備および既設占用物件の支障を回避するため、車道等の利

用も踏まえた現場の状況に応じた柔軟な設計を行うものとする。なお、やむを得ず特殊部

を車道に設置する場合は、可能な限り車輪が蓋に乗らない位置に設置する。 

(2) 既設占用物件の位置、ケーブルの引込み等を考慮して配置を計画するものとし、電力線は

車道側へ、通信線は民地側へ配置することを基本とする。 

 

３－１－２ 平面および縦断線形 
 

［解説］ 

平面および縦断曲線を設ける場合の最小曲線半径は、R=5.0mとし、引込管はR=1.0mとする。ただし

、最小曲線半径が確保できない場合や曲線部が連続する場合などは、参画事業者と調整したうえ

で管路の曲線半径を定めるものとする。 

電線共同溝は、可能な限り歩道に設置するものとするが、幅員の狭い歩道での整備等を踏ま

え車道等の利用も考慮する。 

(1) 平面および縦断曲線を設ける場合には、ケーブルの敷設等を考慮して管路の曲線半径を

定め、平面と縦断の同時曲線（三次元の曲線）はなるべく避けるようにする。特に、１

管セパレート方式における平面と縦断の同時曲線（三次元曲線）は部材の特性から必ず

避けること。 

(2) 電線共同溝の縦断勾配は、道路の縦断勾配に合わせることを原則とする。ただし、道

路横断部は水平としてもよい。 
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３－１－３ 埋設深さおよび配置  
（１） 管路方式の埋設深さ  
（1）管路方式に用いる管材は、下表に示す管種、管径によるものとする。 
 

表1 管路材の分類 

凡例 管種 JIS 管径 

A 

鋼管、強化プラスチック複合管(PFP,CPFP） 
JIS G 3452 

JIS A 5350 
φ150 未満 

耐衝撃性硬質塩化ビニル管(CCVP) JIS K 6741 
φ130 超φ150 未満

φ130 以下 1 

硬質塩化ビニル管(PV,VP)  1 JIS K 6741 φ150 未満 

角型多条電線管（角型 FEP 管） 2 
JIS C 3653 

附属書 3同等 
- 

合成樹脂可とう電線管 1 JIS C 8411 φ28 以下 

波付硬質ポリエチレン管（FEP） 1 
JIS C 3653 

附属書 1 
φ30以下 

B 

鋼管、強化プラスチック複合管(PFP,CPFP） 
JIS G 3452 

JIS A 5350 
φ150 以上φ250 3

以下 

耐衝撃性硬質塩化ビニル管(CCVP) JIS K 6741 
φ150 以上 

φ300 3以下 

硬質塩化ビニル管(PV,VP)  1 JIS K 6741 
φ150 以上 

φ175 3以下 

角型多条電線管（角型 FEP 管） 2 
JIS C 3653 

付属書 3同等 
- 

C その他（上記以外） - - 

※1 当該管は路盤への設置を可能とする。 

※2 「同等以上の強度を有するもの」として証明されたもの。 

※3 呼び径で表示されているものとする。 

（注)上表に掲げる電線の種類（規格）以外のものであっても、上表に掲げるものと同等以上の強度を

有するものについては、上表に掲げる径を超えない範囲内において適用することができる。な

お、「同等以上の強度を有するもの」とは、無電柱化低コスト手法技術検討委員会と同様の試験

を行い、埋設に使用可能な管種と同等以上の強度があり、舗装への影響が基準を満たすことを公

的機関等において証明されたものなどをいう。 

 

（2）一般部の埋設深さは、管種及び管径により以下に示す値以上とする。 

【歩道部の埋設深さ】 

(a)表1 A又はBに該当する管種、管径については以下のとおりとする。 

1)歩道一般部、乗入部(乗用・小型貨物自動車 3.5t以下) 

‥‥‥路盤上面より10cmを加えた値以上とする。 

2)乗入部（普通貨物自動車等 6.5t以下）、 

乗入部（大型及び中型貨物自動車 6.5tを超えるもの） 

‥‥‥舗装厚さに10cmを加えた値以上とする。 

（舗装厚さとは路面から路盤最下面までの距離をいう。以下同じ） 

(b)表1 Cに該当する管種、管径については舗装厚さに20cmを加えた値以上とする。 

 
 

路盤上面から10cm以上 舗装厚さ ＋ 20cm 以上

(b) 表1 C に該当する管路
(表1 A・B 以外)

表2　歩道部の埋設深さ

(a) 表1 A・B に該当する管路

舗装厚さ + 10ｃｍ以上

(a)-1)
歩道一般部
乗入部(乗用・小型貨物自動車 3.5t以下)

(a)-2)
乗入部(普通貨物自動車等 6.5t以下)
乗入部(大型及び中型貨物自動車 6.5tを超えるもの)

表層
路盤 10ｃｍ 以上

表層

路盤

10ｃｍ 以上

表層
路盤

20ｃｍ 以上
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［解説］  

(1) 一般部の必要埋設深さは、乗入種別や管種及び管径により異なるため、それぞれ設定した。 

 

  

【車道部の埋設深さ】 

(c)表1 Aに該当する管種、管径については以下のとおりとする。 

1)舗装設計交通量が250台/日・方向未満 

‥‥‥下層路盤上面より10cmを加えた値以上とする。 

2)舗装設計交通量が250台/日・方向以上 

‥‥‥舗装厚さに10cmを加えた値以上とする。 

(d)表1 Bに該当する管種、管径については舗装厚さに10cmを加えた値以上とする。 

(e)表1 Cに該当する管種、管径については舗装厚さに30cmを加えた値以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（3)埋設深さは、(2)に示す埋設深さを基本とする。しかしながら、乗入部が連続する等の沿道

状況に応じて、一定の区間を一定の深さで管路敷設することを妨げるものではない。 

 

（4) 切断事故を防止するため、埋設シート又は道路面に鋲等を設置し埋設位置を表示する工夫

を行う。 

【参考：管路の埋設イメージ】 

(c)-1) φ150mm 未満 (d) φ150mm 以上

下層路盤上面から10cm以上 舗装厚さ + 10cm以上 舗装厚さ + 30cm以上

表3　車道部の埋設深さ

舗装設計交通量  250  台／日・方向未満
(c)-2)
舗装設計交通量
250台/日・方向以上

表1 A・B に該当する管路

(e) 表1 C に該当する管路
（上表 A・B 以外）

表層

10ｃｍ 以上

表層
上層路盤

下層路盤 10ｃｍ 以上

上層路盤

下層路盤

表層

30ｃｍ 以上

上層路盤

下層路盤
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(2) 埋設深さ  

(2)に示す必要埋設深さとする事を基本とする。しかしながら、歩道部に関しては、沿

道には人家や施設等が連担し、乗入の規格も乗用・小型貨物自動車 3.5t 以下、普通貨物自

動車等 6.5t 以下、大型及び中型貨物自動車 6.5t を超えるものと多様である。乗入構造の

種別にあわせて埋設深さを変化させた場合、曲管を多数使用することとなり経済性の面で

も好ましくない。また、将来の乗入部の発生の予測が難しい区間も多い。ケーブルの導通

性や経済性等も総合的に勘案して、標準的な乗入部の舗装厚さに合わせて一定の深さで管

路を敷設することを妨げるものではない。 

その際、標準とする埋設深さは、現状の乗入構造や将来の沿道開発により想定される乗

入構造を基準とし、整備対象地区毎に設定する。なお、学校、公園等で乗入部が少なく将

来的にも乗入部の発生が考えにくい区間については、歩道一般部を基準とする。  

（道路法第 24条申請において、乗入れが発生した場合は、他の場合と同様に原因者施

工とする。管路部の埋戻しについては、「第５章（埋戻し）」を参照）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 切断事故を防止するため、埋設シートの他に道路面に鋲等を設置し、埋設位置の表示

方法や効率的な管路の確認方法について工夫を行うものとする。 

【参考：一定の深さで管路を埋設する場合のイメージ（側面）】 
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（２）  共用ＦＡ方式の埋設深さ 

［解説］ 

以下に共用ＦＡ方式での埋設深さのイメージ図を示す。 

 

 

共用ＦＡ方式の埋設深さは、引込みを考慮し、舗装上面より、60cm以上とする。 
 

- 30 -



  

３－１－ ４ 管路防護 

［解説］ 

(1) 埋設物件の防護のために、所要の防護措置を講じる場合は、原則として舗装内（表層・基

層・上層路盤及び下層路盤）を除外し、路床内への設置とする。ただし、現地条件等によ

り、これにより難い場合は、電線管理者と協議調整を行うものとする。 

(2) 工事における管路の破損は、バックホウ等による掘削、アスファルトカッター等による

切断の際に発生することが多い。管路防護工は、これら破損原因となる機械に応じた対策工

を選定する。 

(3) バックホウ等の施工機械に対する管路防護は、管路埋設位置を明示することで施工機械

から管路を保護する埋設シートや物理的に管路を防護する防護板（鋼板・合成樹脂版等）、

コンクリート巻等の工法がある。 

(4) アスファルトカッター等による切断事故防止に対する管路防護は、鋼板およびセラミッ

ク板等の高硬度な材質がある。 

 

参考資料として、「情報ボックスの光ファイバーケーブル切断事故防止について」を巻末に

添付する。 

 
 

 

 
 

カッターによる切断防止例（高硬度防護板の設置） 

「光ファイバーケーブル施工要領・同解説（建設電気技術協会）」 

 

管路材の埋設にあたっては、必要土被りを確保できない場合は、現場状況に応じて必要な

管路防護措置を施すものとする。 
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３－１－ ５ 管路の配列 
 

 

［解説］ 

(1) 管の配置は、電力管は車道側に、通信管は民地側に配置し、管路全体がコンパクトになる

ようにする必要がある。 

(2) 管路材の配列は、施工性、経済性、占用物件の位置、歩道の幅員、特殊部におけるケーブ

ルの配置等を考慮して決定するものとする。 

(3) 管路材の配列は、電力の割管（高圧ケーブルの分岐）および分岐桝、また、通信事業者の

管路からの分岐を十分踏まえたうえで設定しなければならない。 

(4) 共用ＦＡ管および１管セパレート管の配置は、民地への供給、分岐管の設置、整備後の供

給の発生等を踏まえ管路部の民地側を基本とする。 

(5) 電力の割管は、民地への供給から通信管路を上越しすることになるため、電力管の民地側

の最上段に配置することを基本とする。 

 

 

 

 
管路部の配列 

割管用管路

Ｔ分岐用管路 
共用ＦＡ管
φ150

低 高

保

予 高

(1) 管路部の配列は、電力の分岐および通信の分岐を考慮し、施工性、経済性、占用物件の位

置を踏まえ設定するものとする。 

(2) 共用ＦＡ管および１管セパレート管の配置は、管路部の民地側を基本とする。 

(3) 割管の配置は、電力管の民地側の最上段を基本とする。 

凡 例 

高：高圧管 

低：低圧管 

予：予備管 

保：保安通信管 
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３－１－ ６ 管路の離隔 

［解説］ 

(1) 管路の敷設間隔は、電線共同溝を構成する管路の数や、配管施工時の作業性、特殊部との取

り付け等施工性を十分考慮しなければならない。 

(2)耐衝撃性硬質塩化ビニル管・硬質性塩化ビニル管・鋼管等の管路材を使用する場合は、敷設

間隔を保つために、スペーサまたは管枕等を設置するものとする。また、角型多条敷設管を

使用する場合は、多条敷設した後、結束ひもで結束する。 

(3) 共用ＦＡ管とボディ管の離隔は、分岐管取り付け時におけるバンド取り付けの作業性から

70mm以上を確保するものとする。 

(4) ボディ管曲線部に設置する管枕（スペーサ）は、１本当り１箇所設置する。また、共用ＦＡ

管および１管セパレート管の曲線部（アイブロー曲管・EB 管）に設置する管枕（スペーサ）

は、分岐管取付けスペース（直線部分）を避けた位置に、１本当り１箇所設置する。 

(5) 割管方式の管の離隔は、管の切断時における、切断工具の取り付けスペースを確保するため

50mm以上の離隔を確保するものとする。また、角型多条敷設管を使用する場合は、この限り

ではない。 

 
 

 
 

割管の離隔

50

(1) 管路の離隔は、管径、管条数、特殊部妻壁での取り付け位置、また施工性、経済性等

を勘案して設定するものとする。 

(2) 共用ＦＡ管とボディ管の離隔は70mm以上を確保するものとする。 

(3) 共用ＦＡ管および１管セパレート管の配置は、分岐管および引込分散継手の取付けを考

慮し、官民境界から、700mm以上離すことを原則とする。 

(4) 電力管割管方式の相互外面離隔は50mm以上を確保するものとする。 

(5) 各企業者のケーブルの離隔を遵守して管路を配置するものとする。 
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(6) 電力高圧管とボディ管の水平距離は 150mm以上を基本とする。 
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(7) 地下埋設物の相互距離を参考資料として以下に示す。 

 
 
(
参
考
)地

下
埋
設
物
の
相

互
距
離
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３－２ 一般部 

３－２ – １ 管路材の仕様  

［解説］ 

(1)電線共同溝では、ＪＩＳ規格の管路材、または、これらと同等以上の性能を有する管路材を使

用する。なお、管路材の選定にあたっては、継手部を含め以下に示す諸性能を有する管路材

を使用するものとする。 

 

（管路材に求める性能） 

導 通 性：突起等がなく、所要の内空が保たれており、電線の敷設および撤去に支障とな

らないこと。 

強    度：地中埋設時および埋設後の車両等の重量、土圧等に対して長期にわたり所要の

強度が確保できること。 

水 密 性：管内に土砂、水等が侵入しないこと。 

耐衝撃性：運搬、施工時等に受ける衝撃に対して所要の強度を有すること。 

耐 久 性：長期にわたり劣化しないこと。 

耐 震 性：十分な耐震性を有すること。 

不等沈下：不等沈下に耐えうること。 

耐 燃 性：不燃性または自消性のある難燃性であること。 

耐 熱 性：電線の発生熱または周囲の土壌の影響による温度変化によっても所要の強度が確

保できること。 

 

(2) さや管は、ボディ管や小型トラフに収容され、土圧等が直接作用することが考えにくいこと

から、「導通性」「耐久性」「耐燃性」の諸性能を有するものとする。 

(3) 使用する管路材の内径は、現在、使用実績のある各種製品の規格は必ずしも統一されていな

いことから、経済性を考慮して内径が多少前後する製品も使用できるものとする。 

(1)管路部の使用する管路材は、日本工業規格JIS C 3653に示す管路材、または、これらと

同等以上の性能を有し、かつ、継手部を含め電線の敷設、防護等に必要な諸性能を有す

るものとする。 

(2) さや管は、継手部も含め電線の敷設、防護等に必要な諸性能を有するものとする。 

(3) 電線共同溝に使用する管路材は、管路線形、施工性、経済性等を考慮して比較検討を

行い決定すること。また、必要に応じて、各種管材を組み合わせて使用する。 
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３－２－ ２ 一般部の計画 

 

［解説］ 

(1) 管路材の内径および管路条数は、敷設する電線の太さ、管に入るケーブル条数を考慮して、

関連する事業者等と調整を図り決定するものとする。 

1) 電力管 

電力管のうち、高圧・低圧ケーブルは1管1条敷設を基本とするが、保安通信ケーブルは、

1管に多条敷設可能とする。 

管路は、（高圧管路）＋（低圧管路）＋（保安通信管路）＋（電力系メンテナンス管）

からなり、これらの具体的な管路条数は、電力会社が計画した配線計画図によるものとす

る。 

2) 通信管 

●単管路方式 

単管路方式は、クロージャを設置する1つの接続部から数軒（4～6軒）の需要家に引込

みケーブル（分岐ケーブル）を1管1条で供給する方式である。 

●フリーアクセス方式 

フリーアクセス方式は、1管の中に幹線ケーブルおよび引込みケーブルを多条敷設し、

任意な箇所で管から直接需要家へ1管1条で引込みを行う方式である。接続部の設置間隔

は、ケーブル径や条数から設定される。 

●ボディ管方式・１管セパレート方式 

ボディ管および１管セパレート方式のさや管には、1管1条でケーブルを収容すること

を標準とする。ただし、共用ＦＡ管（１管セパレート管共用ＦＡ部含む）はケーブルの

多条敷設を標準とする。 

(2) 共用ＦＡ方式および１管セパレート方式の標準構造でさや管が不足する場合は、別途単管

路を敷設し対応する。この場合は、メンテナンス管は標準構造部内に見込んでいると考え、別

途敷設した単管路に対してメンテナンス管は設置しない。なお、単管路の必要条数・管径は参

画する事業者と調整を図り決定するものとする。 

(3) ボディ管内（１管セパレート管内含む）さや管は当初から収容可能な最大条数を敷設してお

くものとする。 

(4) 道路管理者および交通管理用としての設置する標準条数は以下のとおりとする。 

項 目 幹線側 ローカル側 備考 

道

路

管

理

者 

通信系 ①幹線管路 1条 － 標準：φ50 

②幹線管路予備 1条 － 標準：φ50 

③ローカル管路 1条 1条 標準：φ30(φ50の場合あり) 

④ローカル管路予備 1条 1条 標準：φ30(φ50の場合あり) 

電力系 街路照明用 必要条数 必要条数 標準：φ50 or φ75 

警

察 
交通管理用(信号等） 必要条数 必要条数 標準：φ50 or φ75 

電線共同溝メンテナンス管 

 

 必要な場合のみ設置 

電力系、通信系で各1条(最大) 

(1) 一般部の計画にあたり管路材および管路条数は、関連する事業者と調整を図るものとす

る。 

(2) 道路管理者として、電線共同溝の将来需要のための予備管の設置は、原則として考慮し

ない。 

(3) 電線管理者の維持・事故等に対応するためのメンテナンス管は必要な場合のみ設置する

ものとし、電力系、通信系で各１条を最大とする。 
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３－２－ ３ 共用ＦＡ管 

［解説］ 

(1) 共用ＦＡ管は引込ケーブル（光、メタル、同軸）を多条敷設するため、φ150ＶＰ管を

標準とする。なお、共用ＦＡ管内にはケーブルを直接収容し、さや管は使用しない。ま

た、曲線部はアイブロー曲管（EB 管）を必ず使用すること。 

(2) 土被りは、ボディ管との上下離隔70mmを確保する位置を標準とする。 

(3) 共用ＦＡ管の基本条件を以下に示す。基本条件を満足できない場合は、その都度事業者

と協議する。 

1) 特殊部（1径間）における径間長は100m以下とする。なお、先行管止めを行う場合は、

12)の条件を満足することとする。 

2) 共用ＦＡ管の交角総和、分岐数は以下の通りとする。なお、１本の引込管に収容する

ケーブルは５本以下とする。 

 

共用ＦＡ配管条件 
 

径間長 交角総和 分岐数 

 

１００ｍ 

１２０° 片側１０分岐以内 

１３５° 

１８０° 片側９分岐以内 

※ ５Ｃ以外のアルミパイプ同軸ケーブルを敷設する場合は、径間長７０ｍ・交角総和

１２０°・片側６分岐までとする。ただし、７Ｃや１２Ｃ等のアルミパイプ同軸ケー

ブルに対する通線可否に関する実験結果等に基づき交角総和条件を設定する場合は、

この限りではない。 

 

3) 特殊部内壁から分岐管取り付け部までの距離50m以内とする。 

4) 共用ＦＡ管内では、前後の特殊部から配線されるケーブルが交差しないこと。なお、

このとき共用ＦＡ分岐管路は、「共用ＦＡ配管条件」の表による。 

 

 
共用ＦＡ方式の分岐数 

(1) 共用ＦＡ管に各情報通信・放送系の引込みケーブルを多条敷設しコンパクト化を図

る。 

(2) 共用ＦＡ分岐管はφ50・φ75を用いて1供給先につき1管路の設置を基本とし、複数事業

者の引込ケーブルを多条敷設する。 

(3) 共用ＦＡ管はφ150を標準とする。なお、曲線部はアイブロー曲管を用いる。 
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5) 標準管種はＶＰ管（JIS K 6741・通信用）とし、呼び径φ150とする。 

6) 共用ＦＡ管内への情報通信・放送系引込ケーブルの敷設は、損傷防止のため専用の

通線具を用いて多条敷設する。（5-5 管路の敷設管理参照：共用ＦＡ管専用通線具）

共用ＦＡ管の内断面積に対する収容ケーブルの占有断面積比は32％以下とする。 

7) 共用ＦＡ管が曲線線形で構成されている場合は、ボディ管と同様に最小曲線半径

5mとし、曲線5mR又は 10mRを用いて 1 径間内総交角を、平・縦断曲線合わせて、

「共用ＦＡ配管条件」の表の通りとする。ただし、通信接続桝端壁際で偏心１０

０㎜に用いているＥＢ曲管１０ｍＲ相当×２の交角は、総交角に含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交角総和 

通信接続桝管路取付 
 

8) 共用ＦＡ管の曲線部に設置する管には共用ＦＡ分岐管を取付ける直線部を持った

5mR・10mR相当品のアイブロー曲管（ＥＢ 管）を必ず使用すること。 

アイブロー曲管
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9) 共用ＦＡ管に収容可能な引込ケーブルの最大外径は、26.5mm以下とする。 

10) 単位重量1.1kg/mを超えるケーブルは、共用ＦＡ管には収容できない。 

11) 下記に示す形状のケーブル等は、架空線用として用いられている自己支持型のケ

ーブルであり、共用ＦＡ管には敷設できない。 

共用ＦＡ管に敷設できないケーブル形状 

 

12) 1径間内に支道又は支障物がある場合および公園、学校等で将来とも供給が見込めな

い場合で、共用ＦＡ管の連続性が不要となる区間は、分岐数を考慮して途中で切断し

、管止めとすることが出来る。なお、管止めを行う場合は管端が縦断的に水平又は上

り勾配の線形とし、先端にはＶＰ管キャップを使用し止水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

先行管止め例（片側３分岐の例） 
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13) 引込管には多条数の引込ケーブルを収容することとなり、民地部の引込管を電線管

理者毎に敷設する必要がある場合は引込分散継手を設置する。この場合、引込分散継

手までを電線共同溝本体とする。 

 

 
(4) 共用ＦＡ方式特殊部端壁への管路取付け 

1) 共用ＦＡ管とボディ管の通信接続桝端壁への配管取付けは、ケーブル等の路上からの目

視による確認を容易にするため、100mm偏心して取付けるものとする。 

2) 共用ＦＡ管の取り付けは、民地側内壁から200mmの位置を中心とする。 

3) 連系管の取付け条数が多く通信接続桝に接続できない場合は、特殊部Ⅱ型（通信基点

用）を適用する。なお、共用ＦＡ管とボディ管を取付けた場合は、連系管の最大取付

け条数は、φ75×1条または、φ50×2条とし、ボディ管のみ取付けた場合は、φ75×

1条、φ50×4条とする。また、幹線管路がボディ管のみで収容可能な場合(ボディ管

外の単管路が不要である場合)は、上記に加えて、連系管φ75×1条または、φ50×2

条を取付け可能とする。 
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通信接続桝端壁の管路取付け配置（例） 

 

 

 

 
 

通信接続桝端壁部の連系管最大取付け条数図（例） 
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(1) ボディ管には、情報通信・放送系の幹線ケーブルを各企業別にさや管に１管１条で収容

する。 

(2) ボディ管は収容するさや管の条教に応じφ150、φ200、φ250を標準とする。 

(3) ボディ管に収容する情報通信・放送用さや管はφ30、φ50を標準とする。 

(4) ボディ管下又は横等に敷設する単管路は、φ50、φ75を標準とし、曲線部は5mR、10mR曲

管(長さ1m)を使用する。 

３－２－ ４ ボディ管 
 

［解説］ 

ボディ管の基本条件を以下に示す。 

(1) ボディ管はロータス管、スライド管、ボディ管により構成される。  

(2) 管径は、φ150、φ200、φ250を基本とする。 

(3) 特殊部間（１径間）における径間長は100ｍ以下とする。 

(4) 曲線半径は10mR以上とするが、地下埋設等によりやむを得ない場合の許容限度は、5mRとす

る。  

(5) 1径間における交角の総和は平・縦断曲線を合わせて、前述の「共用ＦＡ配管条件」の表の

通りとする。 

(6) 土被りは、共用ＦＡ管との上下離隔70㎜を確保する位置を標準とする。 

(7) さや管条数は参画事業者の配線計画に基づき、当該区間に収容されるケーブル条数（将来

計画を含む）、ケーブル外径によりさや管径、さや管条数を決定する。 

(8) ボディ管の外にφ50の単管路を増設する場合は、すでにボディ管内に予備管を有している

ため、予備管は設けない。 

(9) ボディ管内に設置するさや管は整備後の敷設を行わないため、次表「ボディ管とさや管の

組合せ表」により算出した数量を、ボディ管の敷設に合わせて当初から設置する。 

(10)ボディ管の基点、終点にはさや管の伸縮を確保するためロータス管を用いることとする。

なお、コスト縮減の観点から、さや管ダクトスリーブとボディ管を分離したボルト固定型

ロータス管（φ200、φ250）を用いることとする。（5-4-3 管の接続参照） 

なお、設計時点におけるボルト固定型ロータス管は、直線での接続を基本に計画を行う。 

(11)スライド管は直線で構成されているため、線形に曲がりが入らないことから、通信用特殊

部の配置に留意すること。 
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ボディ管とさや管の組合せ表（例） 
 

ボディ管径 

(㎜) 

さや管径と条数 さや管 

合計条数 
備考 

φ50 φ30 

φ150 
2 3 5  

0 8 8  

φ200 

3 9 12  

4 7 11  

5 5 10  

6 2 8  

φ250 

4 17 21  

5 15 20  

6 10 16  

7 8 15  

8 6 14  

9 2 11  
 

 

 

 

 

 
情報通信・放送系ケーブル 

（引込みケーブル） 

共用ＦＡ管 

 

 

 

情報通信・放送系ケーブル 

（幹線ケーブル） 

 

 

さや管 
 

ボディ管 
 

ボディ管＋さや管 
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３－２－ ５ さや管 
 

 

［解説］ 

(1) さや管には、情報通信・放送系の幹線ケーブルを1管1条で収容する。

(2) 収容ケーブル外径（φ）に対するさや管径の適用は以下に示す。 
 

 
(3) さや管径は、φ50、φ30を標準とする。 

(4) さや管条数は参画事業者の配線計画に基づき、当該区間に収容されるケーブル条数（将来

計画を含む）、ケーブル外径によりさや管径、さや管条数を決定する。 

(5) ボディ管内に設置するさや管は整備後の敷設を行わないため、前項「ボディ管とさや管の

組合せ表」により算出した数量を、ボディ管の敷設に合わせて当初から設置する。 

 
ボディ管内さや管に収容されるケーブル種別例（幹線系）  

 

単位：㎜ 
 

収容ケーブル ケーブル種別 ケーブル外径 さや管適用管径 

情
報
通
信
・
放
送
系
ケ
ー
ブ
ル 

(

道
路
管
理
者
ケ
ー
ブ
ル
含
む) 

幹線光 

300心 20.0 

φ30 
200心 16.0 

100心 12.5 

幹線メタル 

0.4-100対 18.5 

0.4-200対 24.0 

φ50 0.4-400対 33.0 

0.65-100対 26.5 

共 

通 

幹線同軸 12Ｃ 15.3 φ30 

道路管理者  φ50、φ30 
 

＜注＞ 

・ 上記は標準であり、これによりがたい場合は入溝予定者と協議するものとする。 

・ ケーブル外径はメーカーにより多少異なる場合がある。 

 

1.5×φ ≦ D（φ：ケーブル外径,D：管路内径
）

(1) ボディ管には、情報通信・放送系の幹線ケーブルを収容するさや管を用いる。 

(2) さや管径の適正化を図るため、さや管適用内径は、収容ケーブル外径見合いとする。 
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３－２－ ６ １管セパレート管 

[解説] 

(1) 共用ＦＡ方式の共用ＦＡ管とボディ管を一つにした構造で、通信需要の低い地域に適用す

る。 

 
１管セパレート管（例） 

 
(2) 平面および縦断曲線を設ける場合の最小曲線半径は、5mR以上とする。  

(3) １管セパレート管の基本条件を以下に示す。 

1) さや管はφ30 SU管とする。 

2) １管セパレート管はφ175 VP管とする。 

3) １管セパレート管の曲線部は、１管セパレート管曲管（EB曲管・5mR、10mR相当、

ゴム輪受口・L=1m、現場組立）を標準とする。 

4) セパレータは直線用（セパレータS:L=5m）曲線用（セパレータC:L=1m）を使用すること。 
 

 

 

(1) 共用ＦＡ方式よりもさらに通信需要の低い地域での電線類地中化に適用する通信系の

構造である。 

(2) １管セパレート管は、φ175を標準とする。 

直線用セパレータ（例） 曲線用セパレータ(例) 
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5) 固定板付きさや管ダクトスリーブ（１管セパレート管用ロータス管）はφ30 SU管

（L=1.1m）を5条取付けたものを標準とする。 
   

 

固定板付きさや管ダクトスリーブ（ロータス管） 

 

6) さや管（φ30）には、幹線系ケーブルを1管1条で収容することを標準とし、セパレート上

部（共用ＦＡ部）には、引込用ケーブルを多条敷設する。 

7) １管セパレート管内さや管に収容する情報通信・放送系ケーブルは、参画する事業者と調

整を図り決定する。 

8) １管セパレート管内さや管は、後敷設が出来ないため当初から5条敷設しておく。 

9) 単位重量0.11㎏/mを超えるケーブルは、共用ＦＡ部（１管セパレート管内上部）には収容

できない。 

10)共用ＦＡ部に収容するケーブルの占用断面積比は32%以下とする。 

11)径間長は70mを最大とし、片側接続部から最大6箇所の分岐とし、1径間で最大に12箇所と

する。なお、1本の分岐管に収容するケーブルは４条以下とする。ただし、ケーブル引替え

用として他に1条は使用可能とする。 

① 特殊部内壁から分岐管取り付け部までの距離35m以内。 

② 共用ＦＡ部では、前後の特殊部から配線されるケーブルが交差しないこと。 
 

 
３ ６ ３ 

１管セパレート方式の分岐数 

 
 

特殊部 特殊部

内壁 内壁 
最大  70 m 

１ ２ ４ ５ ６ ５ ４ ２ １
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θ２ 

θ1+θ2+θ3+θ4≦120°

θ３ 

θ１
θ４ 

12)１管セパレート管の曲線部に設置する曲管には、１管セパレート分岐管（φ175×50）

を取付ける直線部と、5mR・10mR相当のアイブロー曲管部（EB管）があり、現場で接着組

立てを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)曲線半径は、10m以上とするが、地下埋設物等によりやむを得ない場合の許容限度は、5m

とする。 

14)１管セパレート管が曲線線形で構成される場合は、曲管を用いて1径間内総交角を、平縦断

曲線合わせて120°以内で設計する。なお、曲管接続は連続4本までとし、これを超える場

合は1.0m以上の直管を設けること。（曲線部でさや管接続はしないこと）また、平面と縦

断の同時曲線（三次元曲線）は必ず避けることとする。 

 

 

  

 

 

 

 
 

15)特殊部起点側の内壁からは1.5m、終点側の内壁からは3.2m以上の直線部を確保することと

し、この区間は曲管を設置しないこと。 

16)共用ＦＡ部への引込系ケーブルは、専用の通線具を用いて多条敷設する。（5-5 管路の敷

設管理参照）

5mR 相当曲管（11.46°） 10mR 相当曲管（5.73°） 

アイブロー曲管 
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３－２－ ７ 電力用管路 

 

［解説］ 

(1) １管１条方式で施工する場合、電力の管径は、低圧管についてはφ100 とする。また、高圧管

についてはφ125を標準とする。なお、予備管路は敷設される管路の最大径とする。 

(2) １管１条方式で施工する場合の電力保安通信管は、φ100 を標準とするが、敷設するケーブル

の種類、径、条数を勘案し、支障の無い範囲でφ75 も使用する。 

(3) 保安通信管は、通信ケーブルが敷設されていることから通信用の管材を用いる。 

(4) 管径は「呼び径」であり、管種によって実内径は異なる。 

(5) 割管の採用に当たっては、参画事業者と調整のうえ決定するものとする。 
 

 
 

 

 

 

(1) 電力高圧管の管径は、φ125を標準とする。 

(2) 電力低圧管はφ100を標準とする。 

(3) 電力保安通信管を１管１条方式で敷設する場合の管径は、φ100を標準とする。 

(4) 電力保安通信管は、通信管種とする。 

(5) 電力の高圧ケーブルは、管路から直接分岐を行う割管方式を基本とする。 

割管構造概略図 

電力高圧連系管(割管) 
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３－２－ ８ 管路の伸縮しろ長 
 

 

 

 

［解説］ 

(1) 管路材と管路材の接続（継手部）、管路材と特殊部の接続（ダクトスリーブ）は、地震等のずれ

を吸収する構造とする。 

(2) 伸縮しろ長は、地震時のひずみ量を 1/100 とし設定するものとする。 

(3) 継ぎ手部等の伸縮しろ長は、管の引抜きおよび圧縮を考慮し、管路材長の 1/50 を確保すること

を基本とする。 

(4) 継ぎ手部等の伸縮しろ長を、管路材長の 1/50 を確保出来ない場合は、管の引抜きだけを考慮し、

管路材長の1/100 の伸縮しろ長を確保する。ただし、この場合、管材が圧縮応力（管の押込み

ひずみ量 1/100）に対して十分耐える構造であることを条件とする。 

(5) さや管で使用する短尺管については、現状を鑑み接着継手とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延長  Ｌ(m) 伸縮管設置箇所数

18.000 ＜ Ｌ ≦ 27.000 1 

27.000 ＜ Ｌ ≦ 36.000 2 

36.000 ＜ Ｌ ≦ 45.000 3 

45.000 ＜ Ｌ ≦ 54.000 4 

管路材と管路材の接続、管路材と特殊部の接続には、伸縮継手やダクトスリーブを用いて伸

縮しろ長を確保するものとする。 

【ダクトスリーブの場合】 

- 51 -



  

３－３ 特殊部 

３－３－１ 特殊部の配置計画と構造の選定  

［解説］ 

(1) 電線共同溝の配置計画にあたっては、関連する事業者と調整を図り、特殊部は、需要

家へのケーブル引込み、占用物件の位置等を考慮し適切な配置を行う。 

(2) 各地点の具体的な特殊部の配置は、参画事業者が計画した配線計画図を基に設定する

ものとし、現地の状況、既設埋設物の状況、将来需要等を踏まえ、桝の必要性につい

ても検討したうえで配置を行うものとし、参画事業者の確認を得ること。 

(3) 狭幅員歩道等では、特殊部の設置スペースが限られることから配置計画に当たっては、

電力および通信設備の特殊部を分離して、千鳥に配置する等設計の工夫が必要である。

なお、狭隘道路や既設占用物件の移設が困難な場合は、道路管理者・電線管理者と協議

の上、標準構造以外（機器用ハンドホール等）の設置についても考慮すること。 

(4) 道路横断は出来る限り電力および通信設備の特殊部を集約させるものとし、電力、情

報通信・放送系ケーブルを一体収容する特殊部Ⅰ型（集約横断用）を設置する。ただ

し、道路横断箇所等における特殊部Ⅰ型については原則として地上機器を設置しない。

なお、やむを得ない場合には、作業スペースを確保できるよう電線管理者と十分調整を

行う。 

(5) 特殊部の側壁部からの管路取出し用（接地施設要請含む）としてノックアウトを当初

から設けることを原則とする。 

(6) 特殊部構造の選定要素には、以下のようなものがあげられる。 

・参画事業者数、特殊部設置の目的（接続、分岐、地上機器設置） 

・分岐方法、管路の設定土被り 

・妻壁部での分岐、連系管の有無 

・歩道幅員、切下げ部の有無 

・道路横断管路の有無  

これらの条件を十分勘案したうえで、参画事業者が作成した配線計画を基に全体として

すり合わせ、特殊部形式の選定を行う。 

(7) 特殊部は、コンクリート二次製品が用いられることが多いが、一般的なセメントコン

クリートとは異なる材質の製品を用いることにより、小型化や軽量化が図られ施工面や

コスト面等で有利になる場合がある。そのため高強度や軽量なコンクリート等の一般的

なセメントコンクリートとは異なる材質についても、所要の強度が得られることを確認

したうえでそれらを使用できるものとする。 

 

(1) 特殊部は必要な箇所に設置するものとし、機能集約を図る等、適切かつ経済的な配置を

行う。 

(2) 特殊部構造の選定は、各参画事業者提出の配線計画をすり合わせるとともに、現地の

状況を把握し、設定しなければならない。 
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特殊部の配置計画フロー 
 

 
 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

※特殊型は、街渠下や車道での設置を考慮したもので、現場により別途検討するものとする。 

START 

配線計画図の整理 
通信特殊部、電力特殊部の集約 

通信と電力の特殊部要望位置が近く集約が可能 

Ｉ型の入るスペースが確保できる 

街渠下の利用等、特殊構造の

特殊部を考慮する必要がある 
街渠下の利用等、特殊構造の

特殊部を考慮する必要がある 

【Ⅰ型】 
特殊型 ※ 

【Ⅰ型】 
標準型 

【II型】 
特殊型 ※ 

【II型】 
標準型 

YES 
NO 

NO YES 

YES YES NO NO 
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３－３－２ 特殊部の内空断面寸法と設定条件 
 

 

［解説］ 

(1) 特殊部の断面寸法を設定する際には、各参画事業者がそれぞれに社内で規定している作業

スペース、棚段数、棚間隔等諸条件を考慮し、コンパクトでありながら、しかも将来にわた

って不都合の生じることのない断面を確保することが重要である。 

特殊部の内空寸法の設定条件は、以下の寸法を基本条件とする。なお、通信接続桝について

はこの条件に準拠しない。 

 

●ケーブル離隔 

・電力・高、低圧間‥‥‥‥150㎜ 

・電力、通信・情報間‥‥‥300㎜（関連する事業者の確認が得られれば100㎜） 

特殊部Ⅰ型・II型の標準寸法(内空)は以下の通りとする。（Hは入線ケーブル数による） 

 

特殊部Ⅰ型の標準寸法 

 幅( ㎜ ) 高さ( ㎜ ) 長さ( ㎜ ) 備 考 

トラフ 1200 H 3000  

マンホール 
（A-7） 

1200 1800 3000  

マンホール 
 （A-5） 

1500 1900 4000  

マンホール 
（A-3） 

2000 1900 4300  

 

特殊部IⅠ型の標準寸法 

 

 幅( ㎜ ) 高さ( ㎜ ) 長さ( ㎜ ) 備 考 

電力IIトラフ 950 H 3000  

通信基点接続桝 950 1500 2200  

通信一般接続桝 500 1050 2000  

(1) 特殊部断面を設定する際には、各参画事業者の社内規定を参考にし、それに準ずる条件を

勘案する必要がある。 

(2) 内空深さの浅い特殊部では、ケーブルの接続作業を路上から行うことを基本とし、内空寸

法のコンパクト化を図る。 
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特殊部内空断面の例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EH：電力高圧 

EL：電力低圧 

ET：電力遠制通信 

NT：ＮＴＴ 

S：ＳＴＮｅｔ 

C：ＣＡＴＶ 

P：道路管理者（信号） 

RS：道路管理者（照明） 

RT：道路管理者（情報幹線） 

RL：道路管理者（情報ローカル） 

ME：道路管理者（電力系ﾒﾝﾃﾅﾝｽ） 

MT：道路管理者（通信系ﾒﾝﾃﾅﾝｽ） 

 
EH：電力高圧 

EL：電力低圧 

ET：電力遠制通信 

NT：ＮＴＴ 

S：ＳＴＮｅｔ 

C：ＣＡＴＶ 

P：道路管理者（信号） 

RS：道路管理者（照明） 

RT：道路管理者（情報幹線） 

RL：道路管理者（情報ローカル） 

ME：道路管理者（電力系ﾒﾝﾃﾅﾝｽ） 

MT：道路管理者（通信系ﾒﾝﾃﾅﾝｽ） 
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EH：電力高圧 

EL：電力低圧 

ET：電力遠制通信 

NT：ＮＴＴ 

S：ＳＴＮｅｔ 

C：ＣＡＴＶ 

P：道路管理者（信号） 

RS：道路管理者（照明） 

RT：道路管理者（情報幹線） 

RL：道路管理者（情報ローカル） 

ME：道路管理者（電力系ﾒﾝﾃﾅﾝｽ） 

MT：道路管理者（通信系ﾒﾝﾃﾅﾝｽ） 
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３－３－３ 電力接続部 

［解説］ 

(1) 電力の接続部の内空寸法は、使用頻度の高いケーブル CVT250 の必要内空の、幅 950 ㎜、

高さH、長さ 3000 ㎜を標準とする。なお、高さは、入線ケーブル数により設定する。 

(2) ケーブルの離隔については分岐部と同じ考え方とし、必要離隔が確保できない場合は、

防護管を用いる等所要の措置を講ずるものとする。 

(3) 各事業者の使用する棚は、ケーブルの防水性、またケーブル引込み時の作業性を勘案し

たうえで、設計時に決定しておく。 

(4) 接続部は、電力の分岐部をかねて、特殊部の数を減らすように努める必要がある。 

 

３－３－４ 分岐部および分岐桝 
 

［解説］ 

(1) 電力引込みケーブル（低圧ケーブル）の需要家への分岐は、Ｔ分岐方式を原則とする。

ただし、現場の状況により分岐桝からの分岐が困難な場合には、電線管理者との協議調

書により、特殊部からの分岐も考慮する。 

(2) 電力高圧ケーブルの分岐構造は、割管方式を基本とするが、条件（地上機器部の位置、

ケーブルの種類、民地への引込み位置、管路部の曲線、ケーブルの引込み長等）により

分岐部が必要となることもあるので、電力事業者と協議したうえで分岐構造を決定する

必要がある。 

(3) 分岐桝の内空寸法は、幅500mm、高さ400～700mm、長さ1000mmを標準とする。 

(4) 通信の分岐では、収容するケーブルにより分岐形式が異なり、１管１条方式の場合は

従来と同様に接続部または分岐部からの分岐となる。 

(1) 接続部は、蓋掛け式のＵ形構造を基本とする。 

(2) 電力接続部の内空寸法は、接続するケーブル条件に合わせた内空とする。 

(1) 電力では、高圧ケーブルの分岐は、割管方式と分岐部によるものとし、低圧ケーブルの

分岐は分岐桝によるものとする。 

(2) 分岐桝は分岐を行う設備で蓋掛け式の箱形構造をいい、引込みケーブルだけを収容し特

殊部間に設ける。 
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３－３－ ５ 柱体の構造 
 

 

［解説］ 

(1) 柱体に添架する機器には、電力変圧器、照明器具等があり、柱体はこれらの機器や引込み

形態を踏まえた構造および強度を有しなければならない。 

(2) 柱体の基礎は、現地の状況により構造を決定する。 

(3) 柱体および基礎の設計に当たっては、以下の指針・基準に準拠するものとする。 
 

1) 道路標識設置基準・同解説 社団法人 日本道路協会 

2) 道路照明施設設置基準・同解説 

3) 照明用ポール強度計算基準 

社団法人

社団法人

日本道路協会 

日本照明器具工業会 

 

 

 

柱体構造の例 

変圧器等を添架する柱体は、添架する変圧器等の重量はもとよりケーブル引込み口や変圧

器等の取付け構造および架空引込み取付け等について電力事業者等と調整の上、構造を決定

しなければならない。 
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３－３－ ６ 通信基点接続桝 
 

 

 

 

 

 

［解説］ 

(1) 通信の接続部は、現地のケーブル条件等で内空が異なる。標準寸法は幅950mm×高さ1500mm

×長さ2200mmである。 

(2) 通信接続桝の採用に当っては、現地の需要状況等を勘案し参画事業者と協議の上決定する。 

(3) 各事業者の使用する棚は、ケーブルの防水性、またケーブル引込み時の作業性を勘案した

うえで、設計時に決定しておく。 

(4) 接続部は、通信の分岐部、特殊部の数を減らすように努める必要がある。 

 

３－３－ ７ 通信一般接続桝 
 

 

 

 

 

 

［解説］ 

(1) 本構造はコンパクトとするため、光ケーブルにポット型クロージャを用いる。地上接続等

を容易に行うために、クロージャを持ち上げるための引上げ可能な棚を設ける必要がある。 

(2) 情報通信・放送系ケーブルの接続・分岐のためのタップオフは、クロージャを設置しない

側壁に設置する。 

(3) クロージャ等支持金物（立金物、横平鋼）は、内空寸法の有効活用の観点から壁面埋込み

設置を基本とする。 

(4) 通信接続桝の内空高さは、クロージャの設置・光ケーブルの許容曲げ半径等を考慮し落下

防止装置を含めた蓋構造下から幅500mm×高さ1050mm×長さ2000mmを確保することを基本と

する。 

(1) 接続部は、蓋掛け式のＵ形構造を基本とする。 

(2) 通信接続部の内空寸法は、現地の条件に合わせた内空とし、需要状況によっては通信接

続桝の採用も検討する。 

(1) 通信接続桝にクロージャ、タップオフ等を収容し、ケーブルの接続・分岐を路上で行う

ことによりコンパクト化を図る。 

(2) 光クロージャはポット型を採用し、通信接続桝のコンパクト化を図る。 
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通信接続桝収容図（例） 
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通信接続桝「地上接続支援金物」（参考：電線管理者側で設置する） 
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３－３－ ８ 蓋の構造 
 

 

［解説］ 

(1) 電力の特殊部は、ＲＣ蓋を基本とするが、保守、点検のための鋼製蓋もしくは鋳鉄製蓋

を一部設けるものとする。また、非常時や大幅な改修時に備え全面開放できる構造とする。 

(2) 鋼製蓋もしくは鋳鉄製蓋などの人力で開閉する蓋については、保安上施錠できる構造と

する。ＲＣ蓋等の重量の重い蓋を小割りにした場合なども、現地の状況に応じ施錠を考慮

するものとする。 

(3) 各事業者が定める必要内空高を満足する場合、部分開放とし、円形蓋を採用する。ただ

し、この場合の作業幅は構内作業を考慮し、700 ㎜とする。 

 
円形蓋を採用する最低内空高さ 

 

タイプ 内空高さ(㎜) 

特殊部Ⅰ型 1800 

Ⅱ型(電力) 1800 

Ⅱ型(通信) 1500 

 

 

 

  
 

ＲＣ蓋の例 円形蓋の例 

(1) 特殊部の蓋構造は、現地の状況に応じ安価な製品を選定する。 

(2) 各事業者が定める必要内空高を満足する場合、部分開放とし、円形蓋を採用する。 
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第４章 細部構造 

４－１ 引込み管 
 

［解説］ 

(1) 電力ケーブルの引込み管は、電力事業者と協議の上決定する。 

(2) トラフ方式に収容する通信の引込みケーブルは、情報通信・放送系ケーブルおよび電力保

安通信ケーブルの分岐用クロージャ、またはタップオフが収容される特殊部から、共用引

込管で分岐することを原則とする。なお、小型トラフでのケーブル分岐は行わないこと。 

(3) 共用ＦＡ方式および１管セパレート方式の引込ケーブルは、分岐管方式を標準とする。なお、

需要の高いビル等への引込みは、特殊部から引込管で直接供給する特殊部分岐（１管１

条）方式を適用する。また、通信接続桝の端壁からの分岐は、分岐管取付けスペースが限

られているため管径、条数をあらかじめ検討しておく必要がある 

(4) 引込管には、多条数の引込ケーブルを収容することを基本とする。なお、民地部の引込管

を電線管理者毎に敷設する必要がある場合は、道路区域内に引込分散継手を設置すること

ができる。この場合、引込分散継手までを電線共同溝本体とする。 

 

 

(1) 電力高圧ケーブルの引込み管はφ125またはφ100、低圧ケーブルの引込み管はφ100また

はφ80を標準とする。 

(2) 通信ケーブルの引込み管はφ75、φ50を使用し、多条敷設を標準とする。 

(3) 引込み管が所定の土被りを確保できない場合は、防護板を設置する等対策を講じるもの

とする。 

共用ＦＡ分岐管イメージ図 
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分散分散分散管管管 

 

 
 

【引込み分散継手設置例】 
 
 

 
 

【引込み分散継手（写真）】 

 

 

 

 

 

 
 

① ② 

   

官民境 

官地 
(電線共同溝) 

民地

共⽤引込管φ75㎜ 
引込み分散継⼿

桝または 

共用ＦＡ管 

PVφ75 ⇒ ⇒ ① PVφ50×1,φ25×3 
② PVφ50×2,φ25×2 
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４－２  妻壁の構造 
 

 

［解説］ 

(1) 特殊部の妻壁には、管路を取り付けるためのダクトスリーブが設置される。 

(2) 妻壁には現場で打設する現場打ち妻壁と工場で製作する工場製品の妻壁がある。これらの

選定は、現場での配管の複雑性、施工性から決まるが、最近ではダクトスリーブ取付型の

工場製品の採用が一般的となっている。 

(3) 妻壁には、土荷重による土圧と輪荷重による側圧が作用する。妻壁の設計は、将来の歩道

の切下げによる輪荷重の載荷を考慮した配筋とする。 

(4) ダクトスリーブの間隔が狭いときには、現場打ちコンクリートでは、骨材が入りにくい

（骨材の最大寸法の4/3以上を確保できない）場合が考えられる。したがって、ダクトスリ

ーブの間隔によっては、粗骨材の最大寸法、新製品の採用、その他の対策を別途考慮する

ものとする。 

 

４－３ 基礎の構造 
 

 

［解説］ 

(1) 特殊部の基礎は、砕石・均しコンクリートを標準の構造とするが、特殊部が一体構造（連

結部がない構造）の場合は砕石だけの基礎構造を標準とする。なお、管路部においては原則

として基礎はもうけない。 

(2) 現場の施工性等の状況に応じ、均しコンクリートの替わりに敷き板（二次製品）の採用も

考慮するものとする。 

 

４－４ 排水等 

 

［解説］ 

(1) 特殊部の排水方法には以下のものが考えられる。 

1)自然浸透排水 

2)公共下水道への自然流下排水 

3)ポンプによる強制排水。 

(2) 地下水位以上に設置される特殊部は、雨水などの浸入水に対しては、自然浸透で対応する

が一般的である。 

(3) 地下水位以下に設置される特殊部については、排水ピットからポンプによって排水するか、

公共下水道に排水するか等の検討の他、止水対策の検討も必要である。公共下水道を利用

する場合には、満水時の水位、臭気について留意する必要がある。 

特殊部の基礎は、砕石、均しコンクリートの構造を標準とする。 

特殊部の妻壁は、管路の配置、施工性を考慮した構造とする。 

特殊部には必要に応じて排水対策を施すものとする。 
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掘削は、地山の状態、掘削周辺の荷重の載荷状態、掘削面の解放時間などによって、掘

削工法を検討しなければならない。 

第５章 施工 

５－１ 仮設設計の基本 

 

［解説］ 
(1) 土質状況、施工深度に応じた仮設方法を検討する必要がある。 

(2) 特殊部設置工では、必要に応じて覆工を施すものとする。 

(3) 地下水位が高く、自立性の悪い土質では、締切り工法を選定する必要があると同時に、施

工中には水替工を施さなくてはならない。 

(4) 仮設構造物の施工に際しては、既設埋設物の防護に十分留意しなければならない。 

(5) 車道横断部や、支道部等規定の土被りを確保できない際に、コンクリート防護等の策を講

ずる場合は、土留め板および軽量鋼矢板を用いた簡易土留め施工を基本とし、必要に応じ

て覆工を施すものとする。 

(6) ここでいう交通状況とは、車道部等での車種、通行車両、交通量、走行速度等をいう。 

 

５－２ 掘削 

［解説］ 

(1) 掘削周辺に載荷重がある時は別途検討しなければならない。 

(2) 一般的な掘削の考え方は次の通りである。 

1) 掘削深が1.5m以内の安定した地山で、かつ掘削面が短時間の解放の時には、直堀でもよい。 

2) 掘削深1.5mを超える場合は、簡易土留めとする。 

3) 掘削深が1.5mを超え4.0m以内の掘削で、法切りが出来ない箇所は簡易土留または土留工と

する。 

4) 法切りが可能な箇所は1:0.3勾配以下の法切りでもよい。 

5) 崩壊しやすい地山または法切りが出来ない箇所は土留工とする。 

6) 簡易土留の採用条件は、地質がよく、地下水がなく、周辺地域に影響がない箇所に限定す

る。 

電線共同溝の施工に際しての仮設構造物は、土質、構造物の規模、既設埋設物、交通状

況等を考慮して施工法を選定しなければならない。 

- 66 -



 

５－３ 特殊部設置工 

５－３－１ 基礎工 
 

 

［解説］ 

(1) 基礎に用いる砕石は、建設廃材の有効利用の観点から、再生クラッシャーランを用いるこ

ととし、タンパー、プレート等を用い、十分な転圧を行う。 

(2) 均しコンクリートは現場の状況に応じて、現場打ち早強コンクリートもしくは敷き板（二

次製品）を選定する。 

 
５－３－２ 特殊部設置 

 

 

［解説］ 

(1) 現況の道路勾配及び将来の歩道切下げ等に対応するため、蓋高調整余裕高さを設ける。 

(2) 歩道勾配及び高さの調整にあたっては、蓋高調整ボルト、ブロック及びモルタル等施

すことにより、高さ・勾配調整を行う。側壁天端との隙間は、モルタル又はコンクリー

トで入念に充填し止水対策に努める。 

 

蓋高調整余裕高さ  
（㎜） 

 

 調整材厚 調整余裕 

高さ計 
ﾌﾞﾛｯｸ等 ﾓﾙﾀﾙ 

分岐桝  20 20

横断桝・地上機器桝  20 20

特殊部Ⅱ型（電力） 100 10 110

通信接続桝 80 20 50※

特殊部Ⅱ型（通信）箱形 80 20 100

特殊部Ⅱ型（通信）Ｕ形 100 10 110

特殊部Ⅰ（共通） 100 10 110

※通信接続桝はGLから1,200mmの内空寸法を必要とするため、蓋高調整余裕高さは50mmなる。 

 

(3) 特殊部は、コンクリート基礎の上にレベル出しの基礎モルタルを均等に、かつ所定の

厚さに施し、水平に据え付けるものとし、歩道勾配との調整は、蓋版にて行うものとす

る。 

(4) 歩道勾配確保にあたっては、ボルト廻りにスペーサーブロックを設置することにより

調整を行い、蓋版と側壁天端との隙間は、モルタルまたはコンクリートで入念に充填し、

止水防止に努める。 

(5) Ｕ形開渠の連結にはレバーブロック、油圧シリンダー等を用い、ずれや隙間を極力小

さくしなければならない。また連結部には必要に応じて、シール材を接着するか、また

はコーキング等の止水対策を施す。 

(6) 特殊部設置後管を敷設するまでは、取り付けたダクトスリーブ内に雨水や、泥等の異

物が混入しないよう、止水栓、防砂栓等の処置を施す。 

(7) 特殊部設置にあたっては、事業者の分岐取り出しスペース確保のため、民地と1m程度

の離隔を確保した位置に設置することを基本とする。 

特殊部は水平に据え付けるものとし、蓋高調整余裕高さを設ける。また、車輌乗り入れ

部、歩道切り下げ部への設置は避ける。 

特殊部の基礎は、砕石、均しコンクリートの構造を基本とする。 
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５－３－３ 特殊部が細部設計での設置箇所に設けられない場合の措置 
 

［解説］ 

(1) 施工者は、掘削時に予期せぬ埋設物により、特殊部を細部設計どおりに設置が出来な

いことが判明した場合は、所定の確認をした後に埋め戻しを行い、発注者と対応を協議

する。 

(2) 掘削時の確認事項は、支障埋設物の位置、種類、規模、所有者、支障移設の可否及び

支障移設が出来ない場合には、特殊部をどの程度移動すれば設置ができるかなどを調べ

てから、埋め戻す。 

(3) 支障移設が可能であれば、発注者は、所有者と協議を行い、支障移設を行う。 

(4) 支障移設が不可能な場合は、道路管理者（発注者）は参画事業者と協議を行い、新た

な位置を決定する。なお、この際、必要に応じて、発注者は地元住民への説明を行う。 

施工者は、特殊部設置箇所の現地を掘削した際に、細部設計どおりの設置が出来ないこ

とが判明した場合は、必要事項を確認し、仮復旧を行い、その上で発注者等と対応を協

議する。 
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５－４ 管路敷設工 

５－４－１ 管の配列 
  

 

［解説］ 

(1) 管の上下左右に管枕（スペーサー）継手部及び中間部2.5mピッチを標準とし設置するも

のとする。なお、曲管を使用する場合は、1本に1箇所以上設置する。 

(2) 最上段の管に対する管枕は、下半分のみとする。 

(3) 支障物等の回避のため共用ＦＡ管とボディ管を段くずしして敷設する場合は、共用ＦＡ

管は必ず民地側へ設置する。 

 
５－４－２ 配管手順 

 

 

［解説］ 

(1) 配管は原則として一方向から行うものとするが、止むを得ず二方向から行うときは、そ

の合流点には十分な接合長を確保する。 

(2) 平らに均した床付け面に管枕を並べ、その上に配管する。その際、管が斜めに傾倒しな

いよう十分注意する。 

(3) 管は表示面を上面にし、表示内容が確認できるようにする。 

(4) 管の接続を休止する場合、管端から異物、水等が入らないよう防砂栓等の処置を施す。な

お、共用ＦＡ管の管止めを行う場合は、接着剤等により完全に密閉する。また、管端が縦

断的に最下点とならないよう敷設する。 

 
５－４－３ 管の接続 

 

［解説］ 

(1) 管の接続部外面と被接続部内面は、常に清浄に保ち、土砂等の異物の混入を防ぐよう注

意する必要がある。特に電力管が接着接合方式の場合は、接着面が清浄でないと接着作

業に不備が生じ、浸水の原因となるので、十分注意しなければならない。 

(2) 管は、挿入長が不足すると外圧により曲げ折れが発生しやすくなるので、標線位置まで

確実に挿入しなければならない。また、標線が2本ある通信管については、伸縮しろを確

保するため、両標線の中間まで挿入することとする。 

(3) 管は敷設現場の状況に応じて、必要な長さを切管して使用することとなるが、その際、

切管した端面は、内外面とも面取りナイフ等を用いて必要以上に大きく取らぬよう糸面取

りを行い、平滑に仕上げなくてはならない。ただし、直線継手の切断管の面取りは原則

内面のみとする。 

(4) 管の接続後、接続部に載ったり、過大な荷重を加えたりしてはならない。 

(5) 曲管使用時は曲管切り管口と曲管切り管口の接続をしてはならない。 

(6) ゴム輪受口曲管の接続部は、所定の曲線半径が維持できない屈曲角度が発生し通過性を

悪くする可能性があるので、埋戻しは接続部を固定してから行う。 

(7) 管路の接続において、接続面がずれた際に強制的に力を加えての接続はしてはならない。 

 

配管は原則として一方向から順次行うものとする。 

管の敷設は、規定された土被り、占用位置および敷設間隔などに基づいて、ケーブルの

引き込み・引き抜きに支障とならないよう確実に実施する。 

管の接続は、1本ごとに掘削構内で接続することを原則とする。 
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(8) ボルト固定式ロータス管を使用する際は、特殊部に固定板を固定するため、専用のイン

サート付ボディ管ダクトスリーブが必要となる。ボルト固定式ロータス管の構造を下記

に示す。 
1) 特殊部際での曲線施工は可能ではあるが、設計時点に於いては原則、直線での接続を

基本とする。ただし、施工時点における支障物回避等については、必要に応じて対応でき

るものとする。その場合は伸縮機能を確保するよう留意する。 
 
① ボルト固定式ロータス管詳細図 

 

ボディ管用ボルト固定式ロータス管 

 

 
 

呼び径
外径 固定板厚 DS予長 全長 ボルトピッチ径 

D T A L PCD 

200 270 
20 10 1,200 

246 

250 320 297 

 
 

② インサート付ダクトスリーブ詳細図 

 
インサート付ダクトスリーブ 

（ボルト固定式ロータス管用ダクトスリーブ） 
 

 

 
    

 

呼び径 
フランジ外径 フランジ内径 受口内径 挿入長 全長 ナットピッチ径 

Do（最大） d2 d1（最小） S L PCD 

200 293 276 216.9 190 450 246 

250 345 326 268.1 210 470 297 

単位：mm 

単位：mm 
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③ ボルト固定式ロータス管の標準配管構成 
 

 

④ ボルト固定式ロータス管の特種部際におけるさや管の標準構造および伸縮処理構造 
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５－４－４ 曲線敷設 
 

 

［解説］ 

(1) 管路の曲線施工には、曲管を使用するものとする。曲管の使用に際しては、管接続部で

曲げ折れが生じないよう挿入長の確保や面取りなど特に注意すること。また、支障物との

離隔を十分確保すること。 

(2) 現場の状況により既存の曲管を使用できない場合は、現場での加熱曲げ加工や生曲げ加

工をしてもよいが、管の強度やケーブルの導通性に支障とならないよう加工しなければ

ならない。 

(3) 上記いずれの方法で曲線敷設した場合も、各事業者が規定する最小曲線半径を必ず保持

しなくてはならない。しかし、これにより難い場合は、「最小曲線半径の変更についての

調整合意方法及び確認方法」を発注者が各事業者に確認し協議により変更する。 

 
５－４－５ 予期せぬ埋設物が出現した場合の措置 

 

〔解説〕 

(1) 施工者は、掘削時に予期せぬ埋設物により、管路部を細部設計どおりに設置が出来ない

ことが判明した場合は、所定の確認をした後に埋め戻しを行い、発注者と対応を協議す

る。 

(2) 掘削時の確認事項は、支障埋設物の位置、種類、規模、所有者、支障移設の可否及び支

障移設が出来ない場合には、どのような曲管を用いれば敷設ができるかなどを調べてか

ら、埋め戻す。 

(3) 支障移設が可能であれば、発注者は、所有者と協議を行い、支障移設を行う。 

支障物の迂回等での曲線敷設では、曲管を用いることを基本とする。 

施工者は、管路敷設のために現地を掘削した際に、細部設計どおりの敷設が出来ないと

判明した場合は、必要事項を確認し、仮復旧を行い、その上で発注者等と対応を協議す

る。 
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５－５ 管路の敷設管理 
 

 

［解説］ 

(1) 電力管路の通過試験はφ120 ㎜、長さ 500 ㎜の通過試験器が通過することを確認しなければ

ならない。（管内径 φ125 ㎜(□130mm)の場合）なお、通線ひもは必ず残置する。 

 

電力通過試験器の概要は下図の通り。 

 

 

   

電力用通過試験器の形状 

 

 

 

※なお、工事完成後（完成検査は含まない）の導通性は、φ120 ㎜、長さ 500 ㎜の通過

試験器が通過すること。（管内径125㎜(□130mm)の場合） 

 
(2) 呼び径φ75 の通信管路の通過試験はφ73 ㎜、長さ 300 ㎜の通過試験器が通過すること

を確認しなければならない。なお、通線ひもは必ず残置する。通信通過試験器の概要は下

図の通り。 

 
 

   
 

通信用通過試験器の形状 

 

  

試験器径(D)［ ㎜］ 試験器の長さ 

φ100用 φ125用 φ150用  

90 120 140 500

曲げ半径 

［ m ］ 

試験器径(D)［㎜］ 試験器の長さ 

( L ) ［ ㎜ ］ φ75用 

5 73 300

管路の組立と並行して通過試験を行い、仮復旧完了後に再度、通過試験を行わなければ

ならない。なお、通過試験は組立時と仮復旧完了後は必須であるが、それ以外では行う

頻度は任意とする。 

通信管路通過試験器（マンドレル）の寸法 

電力管路通過試験器（ボビン）の寸法 
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(3) 共用ＦＡ管の通過試験は、最小外周長42㎝以上のウエスを、１管セパレート管は28㎝以

上のウエスを40㎝の間隔で2カ所取付けたものが通過することを確認しなければならない。

なお、共用ＦＡ管（１管セパレート管の共用ＦＡ部含む）には、入線時の絡まり防止のた

め通線ひもは残置しないこと。また、呼び径φ100（管内径 100 ㎜）の電力保安通信管等（通

信管路）の通過試験は、通過試験器の仕様がないため、電力管路通過試験器（ボビン）を

準用しても良いものとする。通過試験器の概要は下図の通り。 

 
 

 
 

通信用φ150管の通過試験器の形状（参考図） 

 

 

(4) さや管の通過試験はケーブルテストピース（長さ5ｍ以上）により行い、全てのさや管に

対し通過することを確認しなければならない。なお、通線ひもは必ず残置する。 

 

 

 
ケーブルテストピースの外径 

 

 さや管径［㎜］ 

φ30 φ50 

テストピース外径［㎜］ 20以上 33以上 

 

 

 

 
ケーブルテストピースの形状（参考図） 

 

 

 

ウエス外周長＜布を固く丸めたもの＞
共用ＦＡ管（42㎝以上） 

１管セパレート管（28㎝以上） 

 
導通線 
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(5) 共用ＦＡ通線具は、先導コマの位置が提灯部中心に設置され、補助糸により既設ケーブ

ルの隙間に滑り込むのを防止するため、ケーブルの多条敷設に適する。 

 

1) ジョイント部に接続するロッドの径はφ7㎜，標準長は100mで、専用リールに巻かれ

たもの（FRP製）。 

2) ジョイント部に撚り返し付リードヘットを装着することにより、引込ケーブル等の

通線とケーブル敷設までを連続して施工することが可能。 

※共用ＦＡ通線具の詳細は、次頁の参考-1を参照。
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参考－１ 共用ＦＡ通線具 

 

 

 

共用ＦＡ通線具（参考図） 
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５－６ 管路の表示 
 

 

［解説］ 

道路掘削等に対する保安上の対策として、管の上部に埋設シートを全幅敷設するものとする。 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埋設シートの例 
 
 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考  

１．折込倍率は２倍とする。 

２．折込の固定方法は、熱融着とする。 

３．色は文字色・黒、地色・ピンクとする。 

４．幅は300mmを標準寸法とする。 

５．1巻の長さは、５０ｍを標準寸法とする。 

６．文字は、ポリエチレンフィルムに裏面印刷とする。 

７．表示寸法は、標準寸法とする。 

８．表示文字は、実際の字体とは多少異なる。 

管路材の埋設にあたっては、道路掘削等に対して埋設物の保安上必要な対策を講じる

ものとする。 
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５－７ 埋戻し 
 

 

［解説］ 

(1) 特殊部、管路部の埋戻しには、発生土（現場掘削土）を用いることとするが、発生土

が埋戻し土に適さない場合は、再生砂等の採用を考慮するものとする。 

(2) 管路部の管下5cmおよび管上5cm、横幅20cmは、管周辺砂として再生砂を使用する。再

生砂が入手困難な場合は、しゃ断用砂等を使用する。 

(3) 管路部の埋め戻しは、水締めを標準とする。 

(4) 管路上部の埋戻しは、管の変形が生じるような過大な転圧は行わないこと。特に剛性

の支障物の上越し箇所は、荷重変形が生じやすいため注意すること。 

(5) 発生土が埋戻し適否を判定するために土質（粒度）試験は、現地状況を踏まえて適宜

実施すること。 

 
５－８ 仮復旧 

 

［解説］ 

特殊部の設置、管の敷設が完了したら、所定の舗装断面で仮復旧を行う。路面はひび割れ、

段差等通行の妨げとなるような施工不良が発生せぬよう留意し、平滑に仕上げる。 

車道部仮復旧にあたっては、本復旧舗装構成に基づき路盤工までは施工し、自然転圧を十

分行い、本復旧時はＡｓ舗装部の影響範囲を含め舗装する。 

 

特殊部、管路部の埋戻しには所定の材料を用い、施工後ひび割れ、陥没等が発生しない

よう十分転圧しなければならない。 

特殊部設置、管路敷設後速やかに仮復旧を行い、車輌、歩行者の通行を確保する。 
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電線共同溝の管理にあたっては、あらかじめ管理区分を明確にしておくものとする。 

第６章 維持管理 

６－１ 維持管理の一般的事項 
 

 
〔解説〕 

電線共同溝は、一般的に市街地の歩道等に設置されることから、歩行者や沿道住民の安全に

配慮し、かつ電線共同溝の収容物件も良好な状態で機能するよう保持をすることが必要であ

る。また、防災上の観点からも電線共同溝の管理者及び電線共同溝の占用企業者は必要な措

置を講ずるとともに規程を設けて、円滑な管理運営を図れるよう努めるものとする。 

 

６－２ 管理規程 

〔解説〕 

(1) 電線共同溝の管理者は占用企業者と協議の上、管理規程を作成するものとする。 

(2) 管理上必要な事項は以下の通りである。 

1) 構造物の保全に関する事項 

2) 構造物の改築、補修に関する事項 

3) 収容物件の管理に関する事項 

4) 収容物件の敷設計画に関する事項 

5) 収容物件敷設時の立ち会い等に関する事項 

6) 保安・防災に関する事項 

7) 入溝の手続きに関する事項 

8) 管理費用の負担に関する事項 

9) その他電線共同溝の管理に必要な事項 

 

６－３ 管理区分 

〔解説〕 

電線共同溝の管理区分は、管理規程等で明確にしておくものとするが、一般的には次のよう

な管理区分が考えられる。 

(1) 電線共同溝の管理者････････電線共同溝及び電線共同溝に付属する排水等の設備 

(2) 電線共同溝の占用企業者････電線共同溝に敷設された電力、通信等のケーブル及びそれに付

属する設備等 

なお、電線共同溝の管理者及び占用企業者の相互に関係するケーブル受棚の設備は、各々が

協議して管理区分を定める。 

電線共同溝は、一般的に歩道等に設置されるものであり、公衆の安全はもとより、電

線共同溝に敷設する電力ケーブル、電力ケーブル等の収容物件（以下収容物件）の機能

を確保するとともに、防災上の観点からも安全を保持し、円滑な管理運営を図るものと

する。 

電線共同溝の管理者は、電線共同溝を適正且つ円滑に運営する上で必要な事項につい

て、管理規程を作成するものとする。 
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電線共同溝の管理者並びに電線共同溝占用企業者は、電線共同溝の構造、収容物件、

収容状況を熟知して、災害の防止に努めるものとする。 

６－４ 台帳等の整理 
 

〔解説〕 

(1) 電線共同溝の管理者は、電線共同溝本体、付属設備、各種収容物件の現況把握、敷設計画

及び緊急時の措置に資するため、管理台帳を整備しておくことが必要である。 

(2) 管理台帳に記載する主な事項としては、 

1) 電線共同溝本体の構造及び付属設備 

2) 電線の敷設状況並びに敷設計画条数 

3) 電線の種類 

4) 占用企業者名、連絡先 

5) その他必要事項 

等がある。 

(3) 管理台帳作成要領を別途定める。 

 

６－５ 災害の防止 

〔解説〕 

(1) 電線共同溝には、同一空間に多数のケーブルが収容されているため、電線に必要事項（占

用者名、電圧等）を明示する等して、相互の災害防止に努めるものとする。 

(2) 電線共同溝の占用企業者は、ケーブル敷設、点検、補修等で入溝する場合には、防災上

の配慮から電線共同溝の管理手続きを行う他に、必要に応じて立会い等を行うものとする。 

 
６－６ 巡回点検 

 

〔解説〕 

(1) 電線共同溝の管理者は、電線共同溝本体及び付属設備が正常に機能し、維持されているか

を巡回等により点検することが必要である。なお歩行者の通行に支障がないか、また歩道

等表面（蓋）の段差、路面の損傷、排水等についても注意する必要がある。 

(2) ケーブルの敷設状況等について、必要に応じて巡回点検を電線管理者に委託することがで

きる。 

電線共同溝管理者は、電線共同溝本体及び収容物件の機能が維持されるよう巡回点検を

行うものとする。 

電線共同溝の管理者は、電線共同溝の円滑な維持管理及び運営を行うため、管理台帳を

整理しておくものとする。 
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６－７ 清掃 
 

 

〔解説〕 

(1)  電線共同溝の管理者は、電線共同溝内部に泥土、塵埃等がたまった場合は、これらを清掃

して、電線共同溝本体の構造保全と収容物件の機能が損なわれないよう留意するものとす

る。 

(2) 工事等で電線共同溝に入溝した占用企業者は、終了時に清掃をし、工事材料等を残置しな

いよう留意するものとする。 

 
６－８ 緊急時の措置 

 

 

〔解説〕 

洪水、地震等の自然現象や、交通事故、災害等によって電線共同溝本体又は収容物件に異

常が生じた場合には、緊急時の措置を講ずる必要があるため、これらの通報、連絡系統、措

置方法等について、あらかじめ決めておく必要がある。 

 
６－９ 電線共同溝の補修等 

 

 

〔解説〕 

補修の作業等に関しては、収容物件に影響を及ぼすことも考えられるので、保安上の配慮

からその方法については、必要に応じて協議等を行うものとする。 

 
６－１０ 入溝後の手続き 

 

〔解説〕 

(1) 入溝の目的、作業の内容、交通処理等を明らかにすることは、電線共同溝の保全、防犯、

防災上からも重要である。 

(2) 電線共同溝の占用企業者は、管理規程等に定められた事項に従い、電線共同溝の管理者に

対して手続き等を行うものとする。 

電線共同溝本体及び付属施設等に補修が必要となった場合は、管理区分に従って、それ

ぞれの管理者が補修を行うものとする。 

電線共同溝の管理者は、電線共同溝本体又は収容物件に異常が生じた場合等、緊急時に

備えてあらかじめ通報及び復旧体制等を確立しておくものとする。 

電線共同溝の管理者は、清掃等により電線共同溝本体及び収容物件の機能維持に努める

ものとする。 

電線共同溝の管理者は、電線共同溝の補修、ケーブルの敷設等の工事にあたり、入溝の

場合の手続きについて明確にしておくものとする。 
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